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（午前 10時 00分） 

 

    ◎開会の宣告 

〇議長（鹿中順一君） おはようございます。 

ただいまの出席議員は、全員であります。 

 

    ◎開議の宣告 

〇議長（鹿中順一君） これから本日の会議を開きます。 

本日の会議に付する議案は、お手元に配付のとおりです。 

 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（鹿中順一君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第 125条の規定により、議長において 

９番 山 内   彬   １番 篠 原 眞稚子さん 

の両名を指名します。 

 

    ◎議案第 29号～議案第 34号 

〇議長（鹿中順一君） 日程第２、議案第 29号 令和５年度津別町一般会計予算につ

いてから、日程第７、議案第 34号 令和５年度津別町下水道事業会計予算についてま

での６件を一括議題とします。 

昨日に引き続き、質疑に入ります。 

質疑はできる限り簡潔に、議題外に渡らないようにし、答弁についても要点を捉え

て簡明に願います。 

質疑に際しては、予算書に記載のページ数を言っていただきます。 

日程第２、議案第 29号 令和５年度津別町一般会計予算についての、歳出、第４款

衛生費から第５款労働費、第６款農林業費、第７款商工費まで、ページ数は 227 ペー

ジの上段から 336ページの上段までの質疑を許します。 

６番、巴光政君。 
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〇６番（巴 光政君） ３点ほどお聞きしたいと思います。 

230ページ、項１保健衛生費、目１保健衛生総務費の地域医療維持助成事業でありま

すけども、補助金２億 4,000 万円、昨年は１億 5,500 万円で 8,500 万円の増について

お伺いしたいと思います。 

次、２点目、274ページ、目３農業振興費、その他農業振興対策経費の負担金補助及

交付金の補助金、農業生産法人経営推進事業 1,395 万 6,000 円について、どのような

事業であったかお教えいただきたいと思います。 

次、同じく 274 ページの鳥獣被害防止総合対策事業、補助金、有害鳥獣駆除事業の

485万円の内訳について、この３点よろしくお願いします。 

〇議長（鹿中順一君） 保健福祉課長。 

〇保健福祉課長（森井研児君） ただいまご質問ありました、230ページ、地域医療維

持助成事業のご質問についてお答えさせていただきます。 

この助成事業につきましては、議員の皆さんも議会のほうにも要請書が来ているの

でご存知かと思いますけれども、令和４年度も令和５年度も２億 4,000 万円で要望が

きているところです。担当としましては、昨年度も令和５年度も２億 4,000 万円で予

算の要求をしたところでありますけれども、令和４年度におきましては、まだコロナ

の交付金があったということと、あと補正での増加を図るというような最終決定があ

りまして、１億 5,500万円というふうな形になりましたけれども、今年度は２億 4,000

万円で当初から計上していただいたというような流れになっております。 

以上です。 

〇議長（鹿中順一君） 産業振興課長。 

〇産業振興課長（迫田 久君） 今、ご質問がありました 274 ページ、農業生産法人

経営推進事業の内容でございますが、これにつきましては、本町で農業生産法人、複

数法人が出来上がった際に、固定資産税相当額と賃借料の３分の１を補助する事業で

ございます。 

令和５年度につきましては、対象２戸の法人というふうな形になっております。 

続きまして、その下の鳥獣害防止対策総合事業のうち、有害鳥獣駆除事業の補助金

の内訳でございますが、対象を鹿の駆除に 850 頭、ハト、カラスの駆除に 1,500 羽を
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対象として予算を組んでおります。そのほか、この事業の中には有害鳥獣を処理する

ときも処理費というふうな形での処理費に対しての一部助成も含んでおります。 

以上です。 

〇議長（鹿中順一君） ６番、巴光政君。 

〇６番（巴 光政君） 地域医療維持助成事業についてですけども、昨年は当初より

要請はあったけども、コロナの関係で分けていたというようなことでありますけども、

去年の中身を見ますと、感染対策支援給付上乗せで 1,500 万円、あと地域医療維持で

１億 3,800 万円というような内訳ではなかったかなと思いますけども、これを合計し

ますと１億 5,300 万円、そのほかにも救急医療分が 200 万円あるような形になってお

りますけども、この 1,500 万円の上乗せの感染症対策支援給付金とは別なのでしょう

か、この辺をお伺いしたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 保健福祉課長。 

〇保健福祉課長（森井研児君） ちょっと説明が先ほど不十分で申し訳ありませんで

した。 

１億 5,500 万円のうち、１億 4,000 万円はそれまでの助成額と同じ金額、救急医療

分 200 万円を含めて同じ金額だったので、当初から載せていただいたという形かと思

います。1,500万円につきましては、その財源がコロナの臨時交付金があったというこ

とで、当初予算から計上していただいたということですけれども、それ以外の部分に

ついては後々の補正予算で対応させていただくというような話で、当初予算は計上さ

せていただいたという流れになっております。 

〇議長（鹿中順一君） ６番、巴光政君。 

〇６番（巴 光政君） 230ページの関係は了解しました。 

次、274ページの農業生産法人経営推進事業の、一応、資産の３分の１の助成の２戸

の法人、これが昨年と比較しまして 982 万 5,000 円の増額の関係と合うのか、ちょっ

とその辺、昨年も同じ２戸の法人だったのか、その辺の確認と、あわせて同じページ

の有害鳥獣駆除の関係ですけども、昨年は 405万円、昨年との比較で鹿の頭数の増減、

鹿及び鳩、カラスの増減の関係、さらに一昨年との比較はどうなっているのか。あと、

それに対する被害額について、わかれば農業被害がわかれば教えていただきたいと思
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います。 

〇議長（鹿中順一君） 産業振興課長。 

〇産業振興課長（迫田 久君） まず農業生産法人経営推進事業の部分でございます

が、昨年より増になっている要因といたしましては、まず先ほど２戸の法人の部分で

ございますけれども、１戸につきまして、固定資産税相当額が１戸の法人に対しまし

ての補助というふうになっております。もう１戸につきましては、農地の賃借料相当

額というふうな形になっておりますが、増の部分につきましては、借りている農地が

増えたというふうなところで、その分の増というふうな形になっております。 

続きまして、有害鳥獣駆除事業への補助金の増でございますが、昨年の当初予算に

つきましては、鹿につきましては 750 頭の当初予算で計上させていただいていたかな

と思っています。本年度につきましては 850 頭というふうな形で、実績ベースで鹿の

駆除頭数を増やさせていただいておりますので、その分で増というふうになっており

ます。 

駆除実績でございますが、ハト、カラスにつきましては、一昨年ですから令和２年

でいきますと 1,765 羽、令和３年でいきますと 1,523 羽、エゾシカでございますが、

令和２年度は 615頭 令和３年度は 750頭、ちなみに令和４年度でいきますと、２月、

３月の集計はまだでございますが、ハト、カラスによれば 632 羽、エゾシカにおきま

しては 802頭の駆除というふうになっております。 

すみません被害額につきましては、今、手元に資料がないのでお答えすることがで

きません。 

以上です。 

〇議長（鹿中順一君） ６番、巴光政君。 

〇６番（巴 光政君） 一応了解しましたのでＯＫです。 

〇議長（鹿中順一君） ほかに。 

８番、高橋剛君。 

〇８番（高橋 剛君） すみません、１点だけお願いします。 

232ページ、真ん中よりちょっと下の、病院施設整備基金積立金ですけれども、こち

ら昨年度は確か、間違っていたらごめんなさいなのですが、3,000万円で、後に補正で
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7,000万円で１億円と、今年が 5,000万円で、後から 5,000万円で１億円だったかなと

思うんですけれども、来年度は当初予算から１億円積みますよということで組まれて

いるのですけれども、私これを見たときに、建設が近いのかなとか、何かそういう進

展があったのかなと単純に思ったんですけれども、当初予算から１億円を組む意味合

いというのはどういうことなのか、教えていただければと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 住民企画課長。 

〇住民企画課長（小泉政敏君） 高橋議員が言われたとおり、そのような経過で補正

をお願いして、例年、年度では１億円という形になっております。 

今年度につきましても、先に本定例会の第１日目にまた 5,000 万円お願いしますと

いうことで、１億円ということで毎年度積み立ててきているというような経過も踏ま

えて、令和５年度については、当初から１億円を組んで進めましょうという考えでご

ざいます。 

〇議長（鹿中順一君） ８番、高橋剛君。 

〇８番（高橋 剛君） そうしますと、津別病院と何か特別お話はされている、コミ

ュニケーションがとれているというお話だったと思いますので、お話し合いが進んで

決まったとか、そういうことではないということでよろしいのかどうか確認したいと

思います。 

それと、ずっとここのところ補正を足して１億円、１億円ときているわけですけれ

ども、今回は当初予算で１億円、さらに補正その他で１億円以上積み増すことがある

のかどうか、そういう可能性があるのかどうかも確認させていただければと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 保健福祉課長。 

〇保健福祉課長（森井研児君） 財政的な話は後ほど担当の方から回答いただけるか

と思いますけれども、これまでの経過についてお話しさせていただきたいと思います。 

所管の産業福祉常任委員会のほうでは報告させていただいたところでありますけれ

ども、昨年の５月に町からの要望を出させていただいて、今回の２億 4,000 万円の要

望もあったりする中で、今どのようになっていますでしょうかというようなやり取り

をしてきましたけども、なかなか社内的にも進んでいないという状況があったようで

あります。しかしながら昨年末、町長が新しい任期の中で、会社の社長と面談する機
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会があったときに、この話にも触れていただきまして、進めていきたいというような

話をしていただいたというふうに聞いています。その中で向こうのほうの方針という

か希望というか、要望というか、それをまとめていただいた上で令和５年の中ででき

るだけ早い時期に町長と社長も入った中で会談をしましょうというような段取りまで

つけていただきました。ただ、それに向けて今、会社のほうで社内準備を今進めてい

る段階になるかと思いますので、またその会談が進みましたら、逐次状況などを報告

させていただければというふうに考えていますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（鹿中順一君） 住民企画課長。 

〇住民企画課長（小泉政敏君） 積み立てのさらなる積み立てというか、年度内の話

でありますけども、やはり議員の皆さんから、あと町民の方からも病院改築に向けて

これで足りるのかというような声はよく聞いているところです。令和５年度、これか

らですけれども、今後、財政状況も踏まえながら、さらなる積み立てができるのか、

また今回、歳入のほうでいろいろ補助金なり交付金をみていますけれども、それはこ

の予算だけに限らず、今後も財源探しを続けてまいりますので、それによってはさら

なる積み立てもありえるのかなということでご承知いただきたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） ８番、高橋剛君。 

〇８番（高橋 剛君） まず、これ私は重要だと思っていまして、というか、もし建

て替えるということになれば、私は賛成しようと思っているんです。といいますのは、

町民の方々は非常に、やはり今、小泉課長もおっしゃいましたけれども関心が高くて、

この津別町に住んでいる私たちの健康というのは、やはり担保されるのだろうかとい

うところがすごくあって、非常に関心が高いということもあります。それで先ほどの

ような積み立て、本当に毎年１億円ぐらいだけど、病院を建てるとなったらかなり高

いよねという話もあって、非常に関心が高いところなので確認をさせていただきまし

た。 

それで、打ち合わせの段階で小泉課長ともお話しさせていただきましたけれども、

目標額とか期間は決まっていないと、以前、別な質問でさせていただいたときにも、

そういうのは決まっていないということでお伺いはしているところなのですけれども、

どこかの時点でゴーサインが出たら、金額ですとか、やはり期間というのは決まって
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くるかなと思うんですけれども、それが決まる目処というのは話し合いが進んだとこ

ろで決まるという形なのか、今わかれば、どのぐらいの、いつの時点で大体目処が立

つかなというのがあれば教えていただければと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） いつ、どれぐらいの金額で建てられるのかということだと思

いますけれども、何も決まっておりません。会社の病院ですので、そこにどれだけ町

が支援できるかという話になってきます。過去の例で、前にも委員会等々でもお話し

していますし、町民懇談会の中でもお話ししていますけれども、これまで津別町とし

ては、今の建物、昭和 60年に後ろの建物を新しくしていますけれども、ああいったと

ころも含めて大体２分の１、建設費の助成をしているんです。医療機器は非常に高い

ものですから、その部分については過去の事例でいきますと 75％補助していると、そ

ういう状況ですので、それは会社のほうでも承知している話であります。そこから  

があるのかどうなのかというのはあるかとも思いますけれども、基本は、今までの流

れの中では、そういうふうになっているということです。 

あとは病院をどういう形態にしていくのかというのは、これはただ建てればいいだ

けの話ではありませんので、ベッド数をどれぐらいにしていくのかだとか、例えば、

ぐっと縮小することも考えているのか、それらの部分についてもきちんと話し合いを

しながら建設に向けて支援するところは支援していこうということで、とりあえずは

以前の質問でもお答えしていますけれども、先立つものは、きちんと積み立てしてい

こうと、これまでも１年に１億円は積み立てしたいなということで、当初予算でやは

り財源調整が必要ですので、ほかの事業もたくさんありますから、とりあえず組める

金額は当初に組んでおいて、最終的には余剰金が出てきますので、そういったものを

また基金に振り向けて、年間のトータルでは１億円にしていこうということで、これ

まで進めてきました。 

今回は、そろそろ姿勢もしっかり、余ったら積み立てるということではなくて、当

初からきちんと１億円は積み立てていこうという表現をしたということでありますの

で、ご理解をいただきたいと思います。 

また、ちょっと私も当選後、商工会だとか、あるいは建設業界と別に将来の町づく
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りということで意見交換会を開催させていただいているのですけれども、その中で、

業界のほうからも提案として、業界というのは建設業界ですけれども、これからいち

いの園の建設も予定されておりますけれども、そこと津別病院とが合体するというこ

とはできないだろうかというような話も出ています。それは、お互い別会社ですので、

そういうことが可能なのかどうなのかということはありますので、それはまた議会が

終了して４月ぐらいには、また社長とお話しさせていただきたいなというふうに思っ

ていますので、そういう地元の業界からの提案もあるのですけれども、こういったこ

とについては、どうでしょうかねというようなことで、これはまた会社だけじゃなく

て法人のほうともいろいろ意見交換が必要だというふうに思いますし、土地としては

町としては想定している部分がありますけれども、合体できるかも含めて、これから

さまざま、いろんな検討を町も入ってしていくことになると思いますので、今すぐこ

うなる、ああなるというのは言える状況にないということであります。 

〇議長（鹿中順一君） ４番、村田政義君。 

〇４番（村田政義君） ２点ほどお聞きしたいと思います。 

１点目については 276 ページの道営土地改良事業の関係であります。これ前年度か

ら見れば、大体倍増の予算になっていますが、おそらく客土とか暗渠の増によって増

えたのかなというふうに思いますけれども、この内訳と内容についてお聞かせ願いた

いと思います。 

それともう１点、308ページ、林業従事者就業支援事業の関係です。これ予算化して

ますが、この内容について、そしてまた、これを利用している方がいるのかどうか含

めてお聞かせ願いたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 産業振興課長。 

〇産業振興課長（迫田 久君） それでは、まず 276 ページの道営土地改良事業の内

容でございます。 

本年度につきましては、道営１地区、２地区というふうな形で面工事と営農用水工

事を事業開始というふうな形で事業費の増というふうな形になっております。面工事

につきましては、先にご説明させていただいていたとおり木樋地区、沼沢地区等々の

所でございますが、その受益地が今年度幾らやるのかというと、今ちょっと手元に資
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料がないのであれですけども、面工事でいけば議員おっしゃるとおり暗渠整備、客土

整備というふうな形でのことです。 

続きまして、その２地区の営農用水でございますが、本年度につきましては東岡か

ら活汲までの営農用水を計画しているのですけども、そのうちの一部の管渠の整備と

いうふうな形でございます。また、その事業費につきましては、おおむね確定してい

るのですけども、道営というふうな形がありますので、その中の予算の中で、今どう

いうような形でやるかというふうな形で今協議をしている最中です。 

続きまして、308ページの林業の関係、林業従事者就業支援事業の関係でございます。

予算的には、まず就業支援の補助金としまして延べ 10名、これにつきましては、入っ

た方に一定期間の支援という形で、延べ 10名でございます。林業従事体験支援という

形での補助金につきましては４名でございます。住宅準備のほうにつきましては２件

を見込んでおります。 

以上です。 

〇議長（鹿中順一君） ４番、村田政義君。 

〇４番（村田政義君） 276ページの関係については、内容については了解しました。 

明渠、暗渠、これかなり私も地元ということで、いろいろ現地を見させていただい

ているけれども、かなりひどい状況であるということも認識していますので、ぜひ要

望に十分応えるような対策を講じていただければなということでお願いしておきたい

と思います。 

次に、林業従事者就業支援事業の関係なんですけれども、今、就業 10名、それから

体験４名という話もございました。それで前年度の状況がどうだったのか、できれば

お伺いしたいと思いますが、今まさに林業労働者が全国的にもかなり減少していて、

高齢化率も非常に高いという中で、若い林業労働に係る人が少ないというふうにもよ

く言われています。そして過去に私も林業大学の要請について一般質問をさせてもら

った経緯がありますけれども、今、旭川で今年で５年目ですか、開校していますけど

も、定員 40 名に対して今年の卒業生も 34 名というふうに伺っております。そして管

内的に見ても、滝上で森林組合に１名採用することが決まったようでありますけども、

津別として、この林業大学からの卒業生の関係について、もし受け入れ態勢の要望が
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きているのであれば、その辺も含めてお聞きかせ願いたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 産業振興課長。 

〇産業振興課長（迫田 久君） まず就農支援補助金の過去はどうだったのかという

ふうなところでございますが、今、答弁させていただきました述べ 10名が昨年までの

実績でございます。昨年というか令和４年度中も含めてです。そういった中で、それ

らが継続している方々に支援を継続していくというふうなものでございます。 

次、林業のほうの就業支援のほうでございますけれども、今年度４名というふうな

ところでございますけども、昨年来でいけば、令和２年度からでございますけれども、

合計で６名の方々が対象となっているというふうなところでございます。 

続きまして、ありました北森カレッジの関係でございます。これにつきましては、

北森カレッジのほうから報告書等々をいただいております。その報告書によれば、議

員のおっしゃるとおり 32 名が卒業されて、それに対しての全体の事業、企業者が 59

社ほどきているというふうなところでございます。そういった中で、聞いているとこ

ろによれば、町内のほうにも卒業生が就職していただいたというふうな形では聞いて

おります。これらに対して町のほうとしては、この前フィールドとして町有林を使っ

ていただいているというふうなところであったり、町内の企業さんのほうも、多分こ

の企業説明会のほうには出向いていただいているのではないかなというふうに思って

おります。 

また高校のほうに聞きますと、高校のほうにも北森カレッジのほうから説明会のほ

うに来ているというふうなことも聞いております。 

以上です。 

〇議長（鹿中順一君） ４番、村田政義君。 

〇４番（村田政義君） ありがとうございます。大体内容はわかりました。 

いずれにしても林業労働者の若手の確保に向けて、昨年、６名の体験者も来ている

ようでありますが、ぜひ１人でも多くこの地に住まわれて、林業に携わるような、そ

ういう方向性を、これからも力を入れて取り組んでいただきたいということを申し上

げて終わりたいと思います。 

終わります。 
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〇議長（鹿中順一君） ３番、小林教行君。 

〇３番（小林教行君） ３点ほどお願いいたします。 

308 ページ、森林環境譲与税活用事業の中の 12 節委託料、地域材付加価値向上利用

促進事業 35万 2,000円の内容について伺いたいと思います。 

またあわせて同じページの 18節負担金補助及交付金の補助金の中の地域森林バイオ

マス利活用推進事業補助金 173 万 2,000 円なんですけども、これもおそらくウッドロ

スマルシェのことかと思われますけども、これの予定というか見通しというか、今年

度始まる事業ですので、どのように進めていく考え、予定があるか伺いたいと思いま

す。 

次に 322ページ、下段、河岸公園施設整備事業で、この中の 14節工事請負費、遊具

設置工事、これは 1,255 万 1,000 円となかなか高額な金額になっておりますので、ど

のような遊具が入るのかというところを伺いたいと思います。また、どの辺りに入る

のかというのをあわせて伺いたいと思います。 

以上３点お願いいたします。 

〇議長（鹿中順一君） 産業振興課長。 

〇産業振興課長（迫田 久君） それでは、まず 308 ページ上段の地域材付加価値向

上利用促進事業の内容につきましてご説明をさせていただきます。 

今回、この事業につきましては、町内に有する木材会社さんを利用して、その加工

技術を生かしまして木のスプーンを作成して、町内の飲食店等々で活用していただこ

うというものでございます。これにつきましては 2019年に興部町さんが振興局の補助

金を使いまして、実は本町の加工工場の製品を活用してスプーンをつくって町内に配

ったというふうなところもございますので、本町といたしましては、この同じような

ものでございますけれどもスプーンをつくって、そして本町でもこういう技術がある

んだというふうなところを広く町民もしくは観光客のほうへアピールしていきたいと

いうふうなものでございます。数量につきましては１万個ほどを見込んでおります。 

続きまして、地域森林バイオマス利活用促進事業補助金でございますが、これにつ

きましては、町民向けの説明会、このバイオマスの関係の説明会等も開かせていただ

いている中で説明をさせていただいておりますウッドロスマルシェというふうなもの
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を活用しながら、バイオマスセンターで、ある程度の材も含めて集めていく、もしく

は町内の町民の方々が不要としている木を有効活用していくというふうな仕組みをつ

くっていこうというふうなものでございます。 

それに対しまして、ある一定程度の規格のものに対して、持ってきていただいたら

料金が発生するんですけども、それに対して補助金を打っていくというふうなもので

ございます。そのウッドロスマルシェで持ってきていただいた材を購入したものに対

して、大体 75％程度の補助金を支給したいというふうなものでございます。 

計画におきましては、約 660トンを見込んでおります。 

続きまして 322ページでございます。 

河岸公園施設整備事業の遊具設置工事でございます。これにつきましては、まず河

岸公園につきましては、期間をかけまして今の古い遊具等々を改築更新するというふ

うなところで計画を組んでおりまして、今回につきましては、そのうちの一部を更新

しようとするものでございます。内容につきましては、遊具にも大きな子から小さな

子まで、いろんな遊具の種類がございますが、今回につきましては、ある程度小さな

子向けの遊具を考えております。設置場所等々につきましては、今、計画をしている

のは、バーベキューハウスといわれるものが、真ん中に休憩室が建っておりますが、

それの川側といいますか、今、現有の木製遊具がある所の若干奥側というふうな位置

に建設しようというふうなものでございます。 

以上です。 

〇議長（鹿中順一君） ３番、小林教行君。 

〇３番（小林教行君） 今、お答えいただきました 308 ページの木製スプーンの件に

ついてですけども、素晴らしい技術でつくられた木製スプーンを町内の飲食店に配ら

れるということで、どこかにやっぱり木のつべつの木といったそんな何か文字はきっ

と入るんだろうなとは思うんですけども、これは町内の飲食店だけですから、町外に

もぜひ発信していただけたらなというのも私の強い思いでして、やはり技術が高いで

すので、舌触りといいますか使い勝手もよくて、きっといいものだろうなというふう

には思っておりますので、ぜひ町外の飲食店、そういったところにまで波及できるの

かどうか、ちょっと金額的に厳しいのかもしれませんけども、１万本ですので１本 35
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円ぐらいと、使い捨てにしては高いのかなというところでもあるんですけれども、そ

ういった考えがあるかどうか、可能性があるかどうか伺いたいと思います。 

次に、ウッドロスマルシェのほうなんですけれども、まず内容は十分承知しており

ます。660トンを見込んでいるということですけども、ちょっと 660トンと言われまし

てもどれぐらいか正直わからないもので、今バイオマスセンターをつくって、まず何

もない状態のところに全部入ったらどれぐらいになるかというか、660トン同時にバー

ンと来る、その間にいろいろ作業をするとは思うんですけども、660トンでどれぐらい

埋まるのかなというような、それがわかれば教えていただきたいのと、あと今朝の新

聞に入っておりまして、網走川流域の倒木ですとか、それを廃棄物にしなきゃいけな

いところを無償で持って来てくださるというような新聞記事も見まして、その新聞記

事を持って来ようと思ったんですけども、ちょっと忘れて詳しく言えないのがちょっ

と悔しいところなんですけども、そういった記事も見まして、いい活用だな、あわせ

て網走川流域も綺麗な所にもなりますし、津別町の素晴らしい取り組みの発信にもな

りますので、こういったところを広げていっていただきたい。また山の中にも風雪被

害や、風の被害とかで倒木等々もあります。そういったのも受け入れる体制を今後と

っていくのかどうかあわせて伺いたいと思います。 

次に 322 ページ、河岸公園の遊具についてですけども、イメージしていたのが金額

が大きかったものですから、今、大きくドーンとあるあれぐらいのがもう１個建つの

かなというようなイメージをしておりましたけども、小さいのを複数個というお答え

だったかと思います。場所的にもバーベキューハウスの前と川の間という所で、広く

空いている所だと思いますので大体の想像はつきました。どのような遊具ができるの

か楽しみにするのとともに、また夏まつりのときとかイベントがあるときに、あそこ

非常に子どもたちがたくさん来て、大きな木製遊具の周りに本当にワチャワチャとす

ごく盛り上がる所なんですけれども、やはり、この冬の北海道、一冬超えた時の傷み

ですとか、そういったところが気になるところでございます。昨年もちょっと板が傷

んで壊れていたというところを見かけたところでございまして、すぐ直していただい

たのですけれども、先日これもまた別の話にはなるんですけれども、中の木が腐って

いて倒れて中学生が重体になったというようなニュース報道もされております。そう
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いったところもあわせて子どもたちの公園、安心安全のために、ここだけではないの

ですけども、遊具ですとか倒木の被害ですとか、そういったところにも留意しながら

更新していっていただきたいと思います。 

以上、３点お願いいたします。 

〇議長（鹿中順一君） 産業振興課長。 

〇産業振興課長（迫田 久君） まず地域材付加価値向上利用促進事業のほうでござ

いますが、ちょっとお手元に資料をお見せできないのがあれなのですけども、イメー

ジ的にはアイスを食べるスプーンございますよね、あれの少し大きな版で大体 12.5セ

ンチメートルぐらいの長さのもの、ちょっとイメージがつかないかと思うんですけど

も、そういった中での使い捨てのものでございます。 

先ほど議員が単価をおっしゃいましたけども、実はこの予算の中にはデザイン料も

含まれております。そういった中で制作が１万本と、あとデザイン料という形であり

ますので、そのデザインで議員がご指摘のとおり、なおかつ津別町のものというふう

な形の素晴らしいデザインをしてくれることを私どもとしても希望したいなというふ

うに思っております。 

町外にもというふうなお話でございましたけども、とりあえず、やっぱり津別町に

来て、だからこそこういったものが使えるんだと、津別町だからこそというふうなと

ころはこだわりたいなと私は思っておりますので、あと配布させていただく、受け入

れていただける方々にも十分お話をしながら、その辺につきましては進めていきたい

と思っておりますけれども、私といたしましては、やはり津別ならではというふうな

ところ押していきたいなというふうに思っております。 

続きましてバイオマスセンターにおきます、じゃあ 660 トンってどれぐらいの量な

のというふうなところで、ちょっとご質問ございましたけれども、すみません私もち

ょっとどれぐらいの量なのかというふうなところ、要は容積的にどれぐらいなんだと

いうふうなところについては、すみません、私もどれぐらいの量なのかというのは、

ちょっと想像はつかないのですけども、年間、原木で使用する量が合計で 2,100 トン

ぐらいの原木量を使うというふうな計画でございますので、その中の 600 トンぐらい

はウッドロスマルシェのほうで来ていただけるのではないかなと思っております。そ
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ういった中で、先ほど議員からご指摘のございました本日の新聞等々の中にもあった

とおり、支障木といわれる、あの新聞報道でいきますと河畔林の工事で出てくる木に

つきましては有効活用をするというふうな形での協定をしたんだというふうなところ

の新聞だったかなというふうに思っていますけども、もちろん町内で発生するそうい

った支障木だったりというのは有効な資源だというふうに認識しておりますので、そ

れについてはもちろんこのバイオマスセンターで受け入れていくというふうなもので

ございます。 

役場全体におきましても結構な支障木等々が出てくるというふうなものにつきまし

ては、もちろん役場管轄のものを支障木につきましてはバイオマスセンターのほうに

というふうなことを考えております。 

いろいろな方々が有効に活用していただければ、資源という形で地域全体で本当に

循環していくのかなというふうに私も期待をしているところでございます。 

322ページの遊具でございます。遊具につきましては、小さなお子様を対象とした大

きな施設です。金額が金額なので滑り台を並走したような形で、今の木製の遊具とそ

う遜色ない大きさのものなのかなと思っております。今回設置しようとするものにつ

きましては木製ではございません。というのも、ある程度、議員ご指摘のとおり木製

にはやっぱり耐用年数といいますか管理がかなり厳しいというふうなところもござい

ますので、今回につきましては木製ではない遊具という形の設置を目指しております。 

あともう一つご指摘がありました、ほかの 21世紀の森等々にも木製遊具がございま

すけれども、それらの管理につきましては、指定管理のほうと十分協議をしながら、

安全な遊具の活用というような形で保っていきたいと思っていますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

以上です。 

〇議長（鹿中順一君） ３番、小林教行君。 

〇３番（小林教行君） まず 308 ページ、木製スプーンの件ですけども、課長の気持

ちは非常に伝わりました。デザイン料ということでしたので、もしこれが追加となっ

たら、もう少し安くなっていくのかなというのもありますので、ぜひたくさんの方に

津別の木をアピールしていっていただきたいと思います。 
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また、ウッドロスマルシェについてなんですけれども、正直あまりにも大き過ぎて

わからない、１年やってみないとわからないというのが正直かとは思うんですけれど

も、やはりこれは町民にもすごく期待のかかる事業だと思いますので、ぜひたくさん

の木が入ってくるようにしていただいて、また、これを前日の上のところの付加価値

でもないですけれども、これを加工して、例えばチップにするためのところなんです

けれども、今キャンプとかも流行っております。薪にしたり、スウェーデントーチに

したりして、そういったところで付加価値をつけて、ぜひそういったところも津別の

森の魅力というのも発信していただきたいと思います。 

薪もやはりつくるのが大変で、切って、割って、乾かして、並べて、スウェーデン

トーチも私、去年つくりましたけど、まだ乾いていないのでどれぐらい燃えるかわか

らないのですけども、スウェーデントーチでしたらびっくりするような値段で売られ

ているのを見て、こんなものがそんな値段するのというのが正直な感想だったんです

けども、もしそれが余った木材で出来るのであれば有効な収入になるのかなといった

ところもあわせて何かお考えがあれば伺いたいと思います。 

322ページの遊具の件ですけども、やはり大きいのは入るんだなというので、非常に

楽しみにしているところでございます。 

ちょっと木製じゃないというところが少し残念なところではあるんですけれども、

耐用年数ですとか、安心安全と考えるといたし方ないのかなとは思いますけれども、

子どもたちがしっかりと楽しめるような、そのような遊具を希望しますので、よろし

くお願いいたします。 

〇議長（鹿中順一君） 産業振興課長。 

〇産業振興課長（迫田 久君） ありがとうございます。 

まず 308 ページの付加価値向上のところでございますが、議員の言っていただいた

とおりデザイン料が入っていますので、もし下がればそういったところで予算の範囲

中で取り組めることを取り組んでいきたいと思っております。 

バイオマスセンターでございます。当初計画から、実は議員のご指摘のような取り

組みというのは計画をしております。薪というふうな形も販売をしていこうというふ

うな計画でございますが、先ほど議員からもご指摘があったとおり今年から動きます。
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なのでどれぐらいの量が入ってきて、そしてどれぐらいの稼働になるのかというふう

なところだったりとか等々もございますので、本当に木というのは、いろんな加工の

仕方によって貴重な資源だということは議員のほうからもあったとおり、加工の仕方

によっては高く売れるだったりとか、商品価値が上がるというふうなもの、捨ててし

まえば単なるごみですけれども、そういったものを十分活用しながら、このセンター

がうまく運営できるように、いろいろと研究、支援をしていきたいと思っていますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

続きまして 322 ページのほうの遊具の関係でございますが、やはり木製じゃないと

ちょっと残念だというふうなお言葉がございました。確かに、今まで設置したものに

つきましては木製でございますけれども、議員ご指摘のとおり耐用年数であったりと

か、やっぱり子どもの安全安心というようなところを考えますと、今後は木製ではな

いものというふうな形で検討しているところなので、ご理解くださるようお願いいた

します。 

以上です。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） 私のほうからも遊具の関係でちょっと追加させていただきた

いと思います。 

ご承知のとおり、今ある木製の遊具は結構傷んでいまして、ちょっと危険だなとい

うのもありまして、今、予算審議をやっていますけれども、毎年夏に来年度どういう

事業を主要事業としてやるかということで、各課のヒアリングを受けるんですけれど

も、その時に、あそこはやはりもうそろそろ新しいものにかえたほうがいいなという

のがあって、担当課のほうから、１台こういうものでどうでしょうかということで出

てきたんです。その後、この予算編成に向けて、今度いよいよ本格的に要望が出てき

たのですけれども、そうすると、そこで１個のはずが四つの要求が出てきたんです。

ちょっと、これはということでびっくりしたんですけれども、ただ感じたのは悪くな

いなと思ったんです。これ１年でやるというのはちょっと大変ですけれども、２年と

か３年とか４年とか、そういう形でいけば十分これは対応できるなというふうに思い

まして、まずは今年１個ということで、あと想定されるのは、今のバーベキューハウ
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スの周りと、それから丸玉記念館の演奏会をやったりする所の前の広場だとか、ある

いは、そのちょっと上の斜面がある所もあるんですけれども、そういったところが設

置場所になってきますけれども、どういうものをどんなふうに配置してやるかという

のは、これはまた今年の主要事業のヒアリングの時に担当のほうで少し構想を練って

もらえるのかなと思っているところなんですけれども、仮に少し位置がいろいろ出て

くると、土田耕治町長の碑があったりとか、それから丸玉木材の元の社長の銅像があ

ったりするんです。場合によっては、ご親族の方だとか、あるいは現社長も含めて移

動させてもいいかどうかというのもお話をさせていただいた上で、そこも使えるので

あれば、例えば斜面では小型のジップラインだとか、いろいろ考えが出てくるかと思

いますので、それらも含めてとりあえず今年は１個設置したいと思っていますけれど

も、その後も続いていくということでご理解いただければと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

〇議長（鹿中順一君） 暫時休憩をします。 

 

             休憩 午前 10時 55分 

             再開 午前 11時 ５分 

 

〇議長（鹿中順一君） 休憩を閉じ再開します。 

５番、山田英孝君。 

〇５番（山田英孝君） 何点かお聞きしたいと思います。 

はじめに衛生費の関係ですが、238 ページの母子保健推進事業の産後ケア事業 45 万

円についてです。今年度は何人の利用を見込んでいるのか、また昨年の利用実績と昨

年度、まだ３月は終わっていませんが出生数についてもあわせてお聞きしたいと思い

ます。 

同じ 238 ページの栄養改善指導事業の部分ですが、令和４年度からおよそ倍増にな

っているのですが、この倍増の理由についてお伺いをしたいと思います。 

次、農林業費の関係ですが、274ページ、先ほども質問に出ておりました鳥獣被害防

止総合対策事業の有害鳥獣駆除事業の関係です。この補助金の中には、狩猟免許の取



 ― ２２ ― 

得に関する補助金も含まれているかなというふうに思いますが、今年度の見込みの人

数、あわせて昨年の狩猟免許の補助した人数についてお聞きしたいと思います。 

続いて同じ 274 ページの中の、その他農業振興対策経費の農業生産法人経営推進事

業です。先ほど巴議員の質問で２戸の法人に対する助成というか補助ということでの

お話でありました。酪農経営の法人だと思いますが、昨年来といいますか、ロシアの

ウクライナの侵攻に始まって、穀物価格の上昇で配合飼料を含めて上昇されていると

いうことで、昨年度、令和４年度の中では配合飼料価格高騰緊急特別対策事業という

形の中で、国の事業に乗っかる形で事業があったと思うんですが、令和５年度の中で

は、こうした予算の計上になっていないのかなというふうに思いますが、その状況に

ついてお伺いをしたいなと思います。 

以上の４点についてお願いいたします。 

〇議長（鹿中順一君） 向平保健福祉課主幹。 

〇保健福祉課主幹（向平亮子さん） 山田議員からのご質問にお答えします。 

238ページ、産後ケア事業です。産後ケア事業というものは、出産されたお母さんに

対して満１歳、産後１年未満の対象となっておりまして、助産師さん等によるおっぱ

いの母乳のケアですとか、心身のケア、育児の手技などについてケアするものになり

ます。 

どういう方が対象となるかといいますと、事前に申請がありまして、実際にお困り

ごとが生じたときに利用するという流れになっております。 

委託先としましては、助産院を開院しています網走と北見にある助産院４カ所と、

北見日赤、中村記念愛成病院の６カ所になっております。ほとんどが訪問して助産師

さんがお母さんの相談にのるパターン、あとはお母さん自身が助産院に出向くパター

ンの、訪問もしくは通所といわれているもので上限９回です。自己負担 600 円という

形になっております。それが主に使われている内容なんですが、母子手帳、最近 15、

16名の母子手帳の申請になっています。年度別でいきますと、令和２年 13名、令和３

年 16 名、今年、令和４年 12 名となっていまして、その母子手帳に交付していただい

た方々ほとんど全員が申請されますが、その中の約３割程度の利用があります。とい

うことなので、大体年間４人、５人それぐらいの人数になっております。 
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実際にその訪問とか通所のケアが主なんですけれども、実は最近はロング型といい

まして２時間程度のケアではなく、４、５時間のケアのロング型、あと宿泊型といい

まして１泊することもできるというケアもつけておりまして、そのため日赤と愛成さ

んにもご協力いただいておりますが、まだ今のところ実績はございません。 

ということで予算なんですけれども、これまで同様、大体母子手帳が出た人数の３

割程度の５、６人でいいところではありますが、ショートですとかロングですとか、

あとは宿泊型を見込みまして、このたび産後ケア５人分ということで、宿泊型２回分、

通所の長い時間のロング型１回分、短いショート型５回分ということで計上している

内訳になっております。 

続きまして、238ページの栄養改善指導事業になっております。こちらは議員もおっ

しゃったように昨年度から予算がかなりアップしております。内訳は、ほとんどが会

計年度任用職員さん、管理栄養士さんの報酬に関わるものになっております。 

これは事業を見直し、より充実したものにするためにスタッフ増を考えました。実

際には、乳幼児相談会を１人体制だったところ２人体制にするための応援、あとは離

乳食教室を年３回、６カ月から 11カ月と幅を持たせた離乳食教室をやっておりますが、

分析した結果、初期の４カ月から７カ月、中期の８カ月から 11カ月というふうに月齢

をあわせた離乳食教室を２期行いまして、合計３なので倍増しておりますので、そこ

に伴う管理栄養士さんのスタッフの助っ人と、あとはそれに託児をするための保育士

さんの増になっております。 

また健康増進事業に絡むこととしまして、栄養士がこれから一般町民さんに向けて

いろんな栄養のことについて発信するために、町のイベント等で周知、啓蒙活動をす

るにあたりまして、一緒に組みながら作業をする管理栄養士ということでつけており

ます。 

以上です。 

〇議長（鹿中順一君） 産業振興課長。 

〇産業振興課長（迫田 久君） まず 274 ページの下のほうの鳥獣被害防止総合対策

事業の関係で、猟友会のほうの狩猟免許等取得支援事業の関係だったかと思います。

それにつきましてはここの事業費ではございませんで、294ページの猟友会の補助金の
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中に実は組まれております。そういった中で本年度につきましては取得事業としまし

て５万円分の２名を計上しております。それも昨年度の実績はどうだったのかという

ところでございますが、狩猟免許等取得支援事業につきましては、令和４年につきま

しては２名というふうな形で、50代１名、30代１名というふうな形で該当となってお

ります。 

続きまして同じ 274 ページの農業生産法人経営推進事業に関して、要は飼料等々の

高騰対策の実績がどうなったんだというふうなところでございます。飼料高騰対策、

えさのほうでございますけども、これにつきましては令和４年度コロナ交付金を財源

といたしまして取り組んだ事業でございますが、事業体といたしましては 28事業体で

す。対象のえさの飼料のほうでございますけれども、合計で 2,986.8 トンを対象とし

て事業を進めております。補助金額につきましては 597 万 3,000 円ほどの見込みとな

っております。 

議員ご指摘のとおり、この農業生産法人経営推進事業につきましては、酪農家をも

とにした支援対策の予算組となっております。支援の内容につきましては先ほど巴議

員のほうからご質問があった支援の内容となっております。 

以上です。 

〇議長（鹿中順一君） ５番、山田英孝君。 

〇５番（山田英孝君） 238ページの産後ケア事業の関係、丁寧に説明していただきま

して事業内容を含めて了解いたしました。 

それで、最近ちょっとほかの研修でお聞きしたことがあったんですけど、父親の育

児参加に伴って、男性にも出産育児に関して悩むお父さんが出ているというようなそ

んなお話も聞いて、父親への産後ケアの必要性もあるんだと、そんなこともちょっと

研修で聞いたことがあるのですけど、津別ではこういったような事例が、相談があっ

たのか、そこら辺も追加でお聞きしたいなというふうに思います。 

それと栄養改善指導事業の関係です。この部分でちょっと質問したかったのは内容

の部分については了解をいたしましたが、ここ数年、コロナ過で、この栄養改善事業

そのものの部分について、主に乳幼児対象の離乳食教室だとかそういった食生活の改

善の部分が多かったと思いますが、ただコロナ禍というようなこともあって、なかな
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か集団でたくさんの人を集めての事業といった部分は開催ができなかったのかなと思

いますし、成人対象の生活習慣病予防の料理教室についても、実績の書類を見せてい

ただきましたら、この中で必要とする特定健診やなんかで必要とするようなそういう

ような方が対象だということでありますが、例えば、この高齢化社会が進んでいる津

別町の中にあって、やはりこの栄養といった部分はすごく健康で長生きをしていくた

めには一番大事な部分かなというふうにも思っておりますし、生活習慣の予防にもつ

ながってくる必要な事業かなというふうに思うのですが、ちょうど庁舎の中にも併設

をする形で調理の実習室もできているというようなことで、もっと成人を対象とした

教室みたいな、そういった部分にも力を入れていくという考えについてはどうなのか、

その辺でお考えをお聞かせ願えればというふうに思います。 

それと有害鳥獣の関係、狩猟免許の関係、すみません間違っておりました。294ペー

ジの猟友会の補助だということでありましたが、この狩猟免許の助成の関係について

は、我々議員のほうにも農業の方たちの団体であるｔａｋｅａｃｔｉｏｎミーティン

グの提言書の中にもグループの中で狩猟ハンターの減少問題といった部分も取り上げ

られておりました。そこで昨年度２人という形で、もちろんこの方も猟友会の補助と

いうことで、猟友会の会員になったというふうに思いますけど、ここのｔａｋｅａｃ

ｔｉｏｎミーティングのグループとの具体的な、この問題に対する町との協議みたい

な、そんなのがあるのかどうか、その辺をちょっとお聞きしたいなと思います。 

それと農業生産法人経営推進事業の部分なんですが、畜産経営といった部分、新聞

だとかテレビ等や何かでも酪農を今回でもう終わりにするというか、経営をやめると

いった、そういったような部分が多く報道されているのですが、津別町の中ではＪＡ

の子会社がアグリだとかそういった部分の中で、酪農家の戸数を減らしていかないん

だといった、そんなＪＡとしての取り組みもあるのですけど、非常にやっぱり、こう

いった世界情勢に絡む飼料価格の高騰といった部分の中では、例えば町としての上乗

せの何か支援といいますか、そういった部分については考えといいますか、その辺は

どんなふうな考えをもっているのか、あればお願いをしたいなと思います。 

以上です。 

〇議長（鹿中順一君） 向平保健福祉課主幹。 
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〇保健福祉課主幹（向平亮子さん） 先ほどの質問の産後ケアに関して、お父さんが

悩むケースはいかがなものかというところだったかと思います。実際に心のケアにつ

きまして、妊婦さんの時期から産後も健診等必ず面談するときには、心の部分の聞き

取りということを行っております。そして気持ちは元気ですか、どういうことに悩ん

でいますか、あと、お父さんの協力はいかがですかということを必ず同じ質問を盛り

込むようにはしています。ただそれは母親が来庁されることが結構多いので、お母さ

んに答えてもらうというところにはなっておりますが、その中では、やっぱり父親の

協力が得られていると回答する方がほぼ 100％に近い状況になっておりますし、健診と

か相談の場面では、両親そろっていらっしゃる場合、あとお父さんだけがお子さんを

連れてくる場合も最近見受けられるようになってきました。 

お父さんのメンタル面というところなんですが、こちらとしましても、やはり母親

だけに限定したものを大分なくしまして、母親学級、プレママ学級という名称を、パ

パママ学級としてお父さんもどうぞと呼びかけたり、あと育児学級につきましても、

お父様もどうぞということで土日に開催するテーマを設けたりしているところです。

その中で接点がお父さんとあるわけなんですが、その中では、あまりお父さんのメン

タル面が困っているですとか、お父さんが困惑しているという内容をちょっと実際に

把握したことはございません。ですが声としては出ていないですけれども、かなりお

父さんが協力している状況から考えると、決して楽ではないんだろうなと思っていま

す。父と母で協働しながら一生懸命育児をしている現状がありますし、最近はお母さ

んの産後うつ、もしくは産後うつまでではないけれども、かなりメンタル面の低下が

顕著な方が最近多い気がします。そんな中、お母さんが病んでいる状態のときに、お

父さんがじゃあどうしていくかと考えると、またさらに負担が増えるというところを

考えると、お母さんの育児の支えをかなりサポートしながら、母のメンタル面を維持

することが強いてはお父さんの育児も楽になるところにつながるのかなと思っている

ところですので、これからもお父さん、お母さん両方の面、あとそれを取り巻く周囲

の方の支援体制はどうなのかというところも含めて関わりながらいきたいと思ってお

ります。 

２点目の栄養改善事業における成人向けの栄養教室の開催はどうかということと、
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あとは実習室の利用もというところの２点だったかと思います。 

成人向けの栄養教室につきましては、歴代ずっとやっていたところですが、令和２

年、５回シリーズ、令和３年、３回シリーズということで、高血圧と脂質をテーマと、

あとは血糖ですとか減塩をテーマにやってきたところなんですが、調理実習というこ

ともあってか参加者がなかなかおらず、２、３人というのが現状でした。ですが、や

はりやることでの成果ということもございましたので、やり続けてはいましたが、こ

のたび令和４年度いろいろ分析を行いました。町のＫＤＢという国保の医療ですとか

検診結果の検査データが山ほどあるんですけれども、それを分析した結果、私たちは

どこを目指して生活習慣病を予防したらいいのかということを検討した結果、やはり

津別町においては肥満、血糖値、悪玉コレステロールのＬＤＬ、高血圧というところ

が大きく出まして、それが後期高齢にも影響してくることが判明しましたので、今回

は教室という名のつくものをちょっと一旦休止をする中で、ちょっと値が高かった方

へのアプローチ、あとは医療中断者、あとコントロール不良者を対象にしながらピン

ポイントで係る体制をちょっと充実するように考えました。これもやりながらまた検

証していきまして、みんなで調理実習をしながら学ぶ場というものを考えていきたい

と思います。 

調理実習の場なんですけれども、保健分野、母子分野だけで活用というのはなかな

か限界がございますので、やはりあそこのエリアは健康福祉センターというところで、

健康推進係から社会福祉協議会までのエリアのものの実習室だと捉えておりますので、

広く高齢者の対象、あとは引きこもりですとか知的障がいなどの集まりの場をとおし

ながら、調理実習を含めた事業の展開というものも他の職種等を含めながら考えてい

けたらなと思っているところです。 

以上です。 

〇議長（鹿中順一君） 産業振興課。 

〇産業振興課長（迫田 久君） 今、山田議員からご質問がありました狩猟の関係で

ございます。ｔａｋｅａｃｔｉｏｎミーティングにつきましては、組織の中に産業振

興課の職員も入りながら常に農業の青年団体とコミュニケーションをとっているとこ

ろでございます。そういった中で、もちろん有害鳥獣の被害の関係につきましても協
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議はされていますし、いろんな意見をいただいているところでございます。そういっ

た中でいきますと、新年度につきましては、それらに関しての予算の反映というのは

まだされていないところでございますが、今後その協議の中で対策が必要というふう

なものがあれば、また議会とも相談をしながら進めていきたいと考えております。 

続きまして、生産法人、特に酪農家への支援でございますが、今の状況でいきます

と、令和４年度まで実施してきた支援につきましては、コロナ交付金を活用しながら

の支援だというふうなところでございます。新年度につきましては、そういったさら

なる上乗せの支援というのは、特段、予算化はしておりません。しかしながら、議員

のご指摘のとおり農業がだんだん減っていくのではないかという懸念もされるという

ふうなところでございますが、町のほうといたしましては農業新規参入者誘致条例の

中身の上限を 500 万円から 800 万円という形で条例改正をしながら何とか新しい新規

参入者の誘致というふうな形にもつなげていきたいと考えておりますので、ご理解く

ださるようお願いいたします。 

〇議長（鹿中順一君） ５番、山田英孝君。 

〇５番（山田英孝君） 衛生費にからむ部分については了解いたしました。特に、産

後ケア事業等も含めて、今年度、国の事業で伴走型相談支援という形の中で新たな事

業もスタートするといったことでありますので、産後ケア事業に絡めて、この母子保

健の関係、子どもさんも少ない出生数の中で生まれた子どもさんが健やかに育つよう

に、いろんな取り組みを進めていただきたいなというふうに思っております。 

あと、最後にありました酪農経営といいますか、畜産経営を圧迫している状況等に

ついて、今後もちょっと状況によっては、どんなふうな形でこういった飼料価格等や

なんかの引き上げ等が行われるのか、ちょっと見通せない部分もあると思いますけど、

ＪＡとも十分協議もしながら、農家の維持に努めていただきたいなということをお願

いして終わりたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 産業振興課長。 

〇産業振興課長（迫田 久君） まさしく酪農家だけではなくて、本町の農業全体の

今の情勢はかなり厳しいというふうな形で、いろんな組織から聞いております。です

ので、国、道等の情勢を見ながら、そして山田議員のご指摘のとおり関係機関と十分
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協議をしながら注視をしていきたいと思っていますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

以上です。 

〇議長（鹿中順一君） ほかに。 

７番、佐藤久哉君。 

〇７番（佐藤久哉君） 334ページ、エコツーリズム推進事業で旅費が 146万 9,000円

計上されております。視察の旅費と聞いておりますが、どこの誰が、どこへ、どうい

う目的で行くのか、わかれば教えていただきたいと思います。 

また、その下の負担金、エコツーリズム推進事業 30万円が計上されております。こ

れにつきましても、どこの団体に、どういう事業に対して負担金をもつのか教えてい

ただきたいと思います。 

続きまして、ちょうどその下、チミケップキャンプ場整備事業、工事請負費、チミ

ケップ湖キャンプ場看板建替工事 314 万 6,000 円が計上されております。町長のほう

からも高校生が出してくれたアイディアをぜひ実現したいということで予算が組まれ

たのだと思いますけれども、どのような看板の建て替え工事をするのか、事業内容に

ついてわかれば教えていただきたいと思います。 

以上２点よろしくお願いいたします。 

〇議長（鹿中順一君） 産業振興課長。 

〇産業振興課長（迫田 久君） まず 334 ページのエコツーリズム推進事業でござい

ます。これにつきましては、まず、このエコツーリズム推進事業を取り組む背景とい

たしましては、上里地区を中心とした地域を阿寒摩周国立公園の中に編入したいとい

うふうな形で本年度動きたいというところでございます。そういった中でいきますと、

総合計画の中で位置づけさせていただいておりますエコツーリズム推進というふうな

ものでございますけれども、そういったものに本年度からきちんと取り組まないとい

けないというふうに判断をさせていただきまして、今回、推進事業というふうなとこ

ろを改めまして、事業予算化をさせていただいたところでございます。 

佐藤議員ご指摘のとおり、じゃあ誰がどこに行くのというふうなところでございま

すが、正直なところエコツーリズムというものにつきましては、いろいろと私どもも
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勉強させていただいておりますけれども、なかなかどういったものをつくっていくの

かというふうなところを、今、一生懸命勉強中というか模索をしております。そうい

ったところでいきますと、先進で今つくっているエコツーリズム推進計画というのが

ございますけれども、そういったものをつくっているところに実際に行って、どうい

うふうな大変さがあるのか、どういうふうなところと、誰と協議をしながらどういう

ふうに進んでいくのかというのを要は勉強させていただきたいという旅費を組ませて

いただいております。なので、誰がというところでございますけれども、本町の職員

と、そして当然エコツーリズムというふうなところでございますので観光関係の団体

とも十分協議をしながら、そういったところからも一緒に行っていただければという

形での予算化でございます。 

その下のエコツーリズムの負担金とは何ですかというところでございます。これに

つきましては、このエコツーリズムというものの実は全国組織がございます。この計

画を推進するにあたりまして、やはり、そちらのエコツーリズム協会というところの

ご協力をいただかないといけないというふうなところでございます。そういったとこ

ろの協会の方に同行していただくための負担金という形での負担金を 30万円計上させ

ていただいているところでございます。 

続きまして、下のキャンプ場の看板の、チミケップ湖キャンプ場看板建替工事の関

係でございますが、これにつきましては、議員のご指摘のとおり高校生からのご提案

を受けて、そういった中でごちゃごちゃしている看板をある程度の形に集約して、建

て替えるというものでございます。じゃあどのようなものなのかというところでござ

いますけども、今あそこの入り口に大きな看板が４基ほど立っておりますが、それを

集約して２基にしたいというふうに考えております。その中のデザイン等々につきま

しては、今ちょっと担当のほうといたしましては、もう一度高校生のほうに当たって

みるべきではないかとか、あといろんな方々のご意見をいただきながらデザイン等々

につきましては検討していきたいと思っていますけども、概要といたしましては、複

数ある看板を集約してあそこに建てるというものでございます。 

以上です。 

〇議長（鹿中順一君） ７番、佐藤久哉君。 
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〇７番（佐藤久哉君） エコツーリズムの事業を勉強しているということなんですけ

れども、職員、観光団体関係の方がこの旅費を使うことになるだろうということなの

ですが、エコツーリズムの事業自体は、前々から存在していたとは思うんです。今回、

国立公園編入のために少し頑張ってみようということで、こういうことを試みされる

ということは、私は大変いいことだというふうに思っていますけれども、ただ、こう

いうものを進めるにあたって、職員が勉強しに行ったり、観光関連の方を連れていっ

て一緒に推進させるために視察を行うということはいいと思うんですけど、やっぱり、

そのもとになる団体というのを立ち上げていくべきではないかなというふうに私は感

じるのです。将来、改組して大きい団体に切り替えるにしても、その準備委員会、例

えばエコツーリズム推進準備委員会みたいなものでもいいから立ち上げておかないと、

この下の負担金も多分エコツーの協議会に入っている会員って、何何町とか何何市と

いう形で入っていないと思うんです。それなりの、そういう会があって、そこに行政

のほうからお金を下ろして、トンネルのような形になるのかもしれないけど払ってい

ると思うんですけれども、あんまり津別町から負担金という形が、こういう団体には

なじまないのではないかというふうに考えますので、そうした形から入ることがいい

こととは限らないですけれども、こういう場合は準備会のようなものを立ち上げて、

そこを中心に回していくということも一つの考えではないかと思いますが、担当のほ

うはどう考えられるかお聞きしたいと思います。 

それからチミケップ湖の件ですけれども、高校生に１回戻してみるというのは非常

にいい考えだとは思いますけれども、逆に言うと、じゃあ行政ってどんな仕事をする

んだということになってくると思います。私のほうから申し上げたいのは、こういう

アイディアを取り入れてやるに関しては、昨日、村田議員の一般質問にもありました

けれども、チミケップ、それから津別峠、これ津別の二大景勝地ですけれども、そこ

に行くたびに看板の様子が違うということではなくて、ある程度ガイドラインという

か、デザインの統一感が出るようなものを今後もつくっていくということを考えてい

かなきゃいけないと思うんです。ですから、注意書きがずらっと載っていますけれど

も、それをなくして統一させるということであれば、例えばミズナラの木の所もあま

り看板というのは置かないほうがいいと思うので、そこも風景に溶け込むような看板
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をつくっていかなきゃいけないと思うんですけども、津別は自然を見せる観光ですの

で、ぜひ自然にマッチした、そして津別の名所へ行くと、同じ気持ちのいい看板があ

るねというふうに思っていただけるような看板づくりに向けて努力していただきたい

と思います。 

以上、１点目の質問をお答えいただきたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 産業振興課長。 

〇産業振興課長（迫田 久君） エコツーリズム推進事業におかれましては、議員ご

指摘のとおり組織がないのかというふうなところでございます。今の事業といいます

か推進の方向といたしましては、今回、この事業を走らせていただいて、ある程度方

向性が見えましたら、今のところは、その協議会の設立をさせていただきたいという

ふうに思っております。これは阿寒摩周国立公園の中に上里地区を取り入れるという

ふうなところになれば、当然そこの地域に住まれている方々だったりとか、地権者だ

ったりとか、それに携わる各種業種の方がいらっしゃいますので、その方々と十分協

議をしながら、どういった方向性にするかというふうなところと、昨日の中でもあり

ましたチミケップ湖につきましては、含めた中で、このエコツーリズム推進計画とい

うふうなものを策定していきたいと考えておりますので、そういった方々とも協議を

しないといけないというところもございますので、しっかりとした組織を形成したい

と考えております。 

そういったところも、まず私どもというか行政と、先ほど申しました関係団体と協

議をさせていただきながら勉強させていただきたいというふうなものでございます。 

続きましてチミケップの看板等々でございますけども、例えば高校生に差し戻すと

いいますか、高校生のアイディアをもう１回借りるというふうなところで、そうする

と職員は何をやっているんだというふうなところであるかもしれませんけど、発想的

には、せっかくアイディアを出していただいたので、もう少し携わっていただけない

かなという思いでございます。しかし、議員がご指摘のとおり、どうせつくるのであ

れば、今後、町のほう全体の景観も含めて統一感のあったものというふうなご指摘が

ございましたので、それらについては十分検討してまいりたいと思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 
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以上です。 

〇議長（鹿中順一君） ７番、佐藤久哉君。 

〇７番（佐藤久哉君） 先にチミケップのほうを申し上げますけど、高校生とやるの

がだめだと言っているわけじゃないので、ぜひ高校生の知恵を借りて、そこにお兄さ

んたちが、よりよくなるようにサジェストしていいものをつくっていただきたいと思

います。 

エコツーリズムのほうの話ですけれども、今こういう最終目的が国立公園参入とい

う、津別町には今ほとんどというか皆無と言っていいほど国立公園に属している場所

がないわけなんですけれども、それをなんとか獲得しようということであれば、直近

の例では清里町の青い池、それから、あともう一つ、今の阿寒摩周国立公園と名前を

かえてもらうときに、弟子屈が中心になってそうした協議会を立ち上げていますので、

こういう運動に関しては周りにも、ちょっと清里のほうはなんかトントン拍子に決ま

って、そんな会があったのかどうかもわからないうちに決まったのですけれども、事

例もあるので、そうしたものをぜひ情報収集して、最終目的を達成することが一番大

事なので、そのために努力していただきたいと思います。 

以上です。 

〇議長（鹿中順一君） 産業振興課長。 

〇産業振興課長（迫田 久君） ご指摘ありがとうございます。 

本当に最終的には上里地区を含む津別町にある観光資源が、よりよく回せるよう、

もしくは魅力あるものにしていくべき事業でないとならないと思っております。ご指

摘のとおり、いろんなところを勉強させていただきながら、また、いろんな方のお知

恵を拝借しながら前に進めていきたいと思いますので、今後ともご協力のほうよろし

くお願いしたいと思います。 

以上です。 

〇議長（鹿中順一君） ほかに。 

９番、山内彬君。 

〇９番（山内 彬君） ２件ほどお伺いしたいと思います。 

254ページ、款４衛生費ですけども、この項２清掃費、目１塵芥処理費の関係ですけ
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ども、最終処分場が新しく完成して１年経過するわけなんですけれども、あわせて北

見のほうに燃やすごみの処理をお願いしているという形に今なっておりますけれども、

最終処分場の埋めるごみの、多分、調査業務を委託料で組んでおられますけども、こ

の埋めるごみにつきまして状況はどうなのか、当初、処分場を造成するときの計画に

対して状況はどうなのかお伺いしたいのと、北見のほうに広域処理でお世話になって

おります燃やすごみについて、1,350万円ほど経費を予算化しておりますけども、一般

のごみを出されている家庭の方にいろいろ聞いたのですけども、非常に楽になったと、

ということは、燃やすごみの幅が広くなったということだと思いますが、そういうこ

とでこの燃やすごみについては大空町にお世話になっていた時より、相当、北見のほ

うに行っているごみについては多いかと思いますが、それあたりの状況についてお伺

いしたいと思います。かつ、この処理について課題があるのかないのかわかりません

けれども、それについてもしあればお伺いしたいと思います。 

それから 304 ページの目２林業振興費、地域材利活用推進事業で、12 節委託料で木

質チップ等製品化品質分析調査業務 297 万円予算を措置されておりますけども、この

調査業務については、大まかには大体想像できるのですけども、どういう調査をやっ

て、どういうふうに生かすのか、これについてお伺いしたいと思います。 

かつ、今回の議案で指定管理としたバイオマスセンターが５月から稼働するという

ふうに今聞いておりますけれども、今までペレット協同組合がペレットを製造してい

た組合が、指定管理を受けたということで、今回のチップにつきましては経営形態が

かわるかと思いますが、この組合の中で、この経営形態がかわって、林地残材だとか、

今日の新聞の報道で出ておりました河川の受け入れ、いわゆる開発局からの無償での

受け入れをどういうふうにされるのか、そのあたりの経営についてお伺いしたいと思

います。 

〇議長（鹿中順一君） 住民企画課長補佐。 

〇住民企画課長補佐（菅原文人君） 254ページのごみの関係でございます。令和３年

に北見への燃やすごみを移行し、分別の区分もかわったわけなんですが、それで分別

がかわる前の令和２年と令和３年の比較にしますと、埋めるごみですが、令和２年に

比べて 43％ほど減少しているということとなります。それに対しまして燃やすごみで
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すが、こちらのほうは 49％ほど増えているというような形になっております。 

あと最終処分場の計画に対して、どのような状況かということですが、最終処分場

については 15 年の計画で埋め立てる量が１万 4,100 立方メートルとなっております。

令和３年度の実績で見ますと、ちょっと重さでしか搬入量がわからないのですが、こ

れを体積に換算を推計でしたところ、１年間で約 500 立方メートルほどということに

なっております。１万 4,100立方メートルの計画に対して、15年で単純に割りますと、

940 立方メートルとなっていますので、それと比較しますと約 47％減というような状

況となっておりますので、埋めるごみに関してはかなり減っていますし、埋立地に対

しても計画よりも少ない量で推移しているというところになっております。 

あと課題としてですが、一つは分別の徹底が少しずつ崩れてきているということで、

やはり最終処分場での処理のときに、やはり時間を要したりとかというところが、こ

のごろちょっと見えてきているというところもあります。 

あとプラスチックごみに関して法律が改正になりまして、包装容器プラスチック以

外のプラスチックも、ある程度の大きさよりも小さいものについても、リサイクルし

て処理するということもできるようになっているのですが、それに対して、今、本町

で持っている機械ではそこまで対応ができないということとなっていますので、この

辺の対応をいかにしていくか、こちらのほうは、まだ定住自立圏でやっております北

見市のほうの話を聞いても、今のところ検討中で目途が立っていないということです

ので、このことに対してもどれだけ対応できるか調査研究していく必要があるかと思

っております。 

以上です。 

〇議長（鹿中順一君） 産業振興課長。 

〇産業振興課長（迫田 久君） それでは、私のほうから 304 ページの木質チップ等

製品化品質分析調査業務につきましてご説明をさせていただきたいと思います。 

これにつきましては、今までいろんなバイオマスセンター等々につきましては試験

を行っています。議員もご承知のとおり令和５年度から本格稼働いたします。それに

伴いまして、ウッドロスマルシェも開催しながらやっていくわけなんですけども、実

は、そこに入ってくる切削チッパー機が、購入するものが４月とか５月に納品される
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というところでございます。まずは、それらを使って、そのチッパー機でつくったも

のがどれぐらいの製品だとか大きさになっていくのかというふうなものもきっちり見

極めていくというところと、そしてセンターが本格稼働いたしますので、当然チップ

としての製品をつくっていかないといけないというふうなところも含めて、それらを

原料に応じた製品というふうな形で製品化に向けての調査というふうな形になってい

こうかと思っております。 

当然、今までも実施させていただいております、津別町森林バイオマス利用推進協

議会につきましても、その中で開催させていただきながら、木質チップ等の製造品質

につきましては薪の製造だったりとか、品質試験だったりとか意向調査、そして町民

に向けた普及啓発活動だったりとかで、あとはそういった分析業務の委託だったりと

いうふうなものを、この分析業務の調査業務の中で実施していきたいというふうに考

えております。 

もう１点、そのバイオマスセンターが実際動き始めて、どのような形で経営的に賄

っていくのかというふうなところでございます。今、議員ご指摘のとおり、バイオマ

スセンターにつきましては現有のペレット協同組合のほうで指定管理を受けていただ

くことになっております。同組合につきましては、ペレットを製造しているわけでご

ざいますが、その製造の過程におきまして、同組合で今は自分でというか今もその原

木をチップ化しながらペレットを製造しているわけでございますが、今度このセンタ

ーができるというふうなところでいきますと、センター側のほうでペレット用チップ

を製造していくというふうなところでございます。今の初年度の事業計画でございま

すが、ペレット用のチップが 5,940 立方メートルで、燃料用につきましてはキノスの

ボイラーだったりとか、今、複合商業施設、大通棟向けのチップが 613 立方メートル

で、あとそれ以外の、要は家畜用だったりとか、あとはほかのものだったりとかとい

う形で農業用のチップが 3,325 立方メートルほどの生産、全部で薪等もありますけど

も 9,880立方メートルほどの生産を目指しております。 

そういった中で、先ほど、ほかの方にもご説明させていただいたように、じゃあそ

の原料はどうするんだというところでございますけれども、それにつきましてはウッ

ドロスマルシェだったりとか、俗に言う林地未利用材だったりとかというもので製造
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していくというふうな計画をしております。そういった中でいきますと、バイオマス

センター自体の新しくバイオマスセンターに係る部分につきましての収支につきまし

ては黒字化というふうな形を現在目指しているところでございます。 

先ほど、ほかの議員からもご質問がありましたとおり、いろんな木材が入ってきま

す。今、山内議員がご指摘のとおり、要は河川の支障木等々も当然活用していかない

といけないというふうなことになっております。そういったものにつきましては、本

当に有効活用をしながら、チップ以外の、要は燃料以外のものの仕向け等々につきま

しても、農業関係のほうからも期待をされているというふうなこともございますので、

そういったものも順次進めていきたいと思っております。 

それで、ペレット協同組合の中にバイオマスセンターの運営をお願いするというふ

うなところでございますので、今後はバイオマスセンターの部分とペレット製造部門

というふうな形で、両輪のほうの中でペレット協同組合のほうが動いていくというふ

うな形で認識しております。 

以上です。 

〇議長（鹿中順一君） 昼食休憩とします。 

 

             昼食休憩 午前 11時 59分 

             再  開 午後 １時 00分 

 

〇議長（鹿中順一君） 昼食休憩を閉じ再開します。 

９番、山内彬君。 

〇９番（山内 彬君） それでは、最初に質問いたしました 254 ページの塵芥処理の

関係ですけれども、ご答弁いただいたとおり、埋めるごみと燃やすごみについての状

況がよくわかりました。そこで有料化がスタートしてから、かなり二十何年経過いた

しますけれども、ごみ処理手数料、いわゆるごみの有料袋ですけども、この関係につ

いては今までどおりの手数料でいくのか、そのあたりの、これからのこの手数料のあ

り方について何か検討されているのか、あればお伺いしたいと思います。 

それからもう一つ、粗大ごみの扱いなんですけれども、粗大ごみ、各家庭で予約し
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て取りに行くような方式をされているかと思いますけれども、その粗大ごみの状況に

ついてお伺いしたいと思います。なぜかというと、家庭から相談されているのは、よ

く理解できていない部分があるのかなと思うところがあるものですから、そのあたり

についてお伺いしたいと思います。 

それから 304 ページの地域材利活用推進事業が今年からバイオマスセンターが完成

して稼働するということで、今いろいろお聞きしたところでございますけれども、こ

の今既に既存のペレット製造施設と木質チップの製造施設と両方組合が運営するわけ

なんですけれども、計画ではチップの製品化されたものをペレット協同組合のペレッ

ト化にするのはどのぐらいの量に、もうほとんど今までペレット協同組合がチップ化

してペレットに製造していた部分が全部チップ工場に業務を移行するような形になる

のかお伺いしたいのと、生産コストを下げるために開発局のこういうものだとか、林

地残材だとか、それから持ち込む不要な木材等があるんですけれども、この運搬とい

うのですか、この組合の中にそういう運搬する業者がいるのかどうかわかりませんけ

ども、どういう形でやれるのか、そのあたりをお伺いしたいのと、今回の新しい施設

について新規雇用だとかが生まれるのかどうか、それあたりについてお伺いしたいと

思います。 

もう１点、農業者からいろいろ聞いて相談されたことがあるんですけれども、30 年

近くたっている鹿柵の周囲の支障木について、できれば、このバイオマスセンターの

ほうで処理含めて、この鹿柵の周辺の支障木対策について検討していただきたいとい

う相談がありますけれども、そのあたりについて町のほうはどういうふうに考えてい

るのか、もし農業者から相談を受けているかもしれませんけれども、その扱いについ

て、できれば農業者と連携して、この支障木対策について前向きに進めていただきた

いと思います。ということで、よろしくお願いいたします。 

〇議長（鹿中順一君） 住民企画課長補佐。 

〇住民企画課長補佐（菅原文人君） 254ページのごみ処理手数料の関係ですが、現在、

物価も値上がりしている状況ですので、ごみ処理手数料まで上げるとか改正するとこ

ろ、今のところは考えておりません。 

定住自立圏であります北見市さんにも状況を聞いたところ、現在やはり同じような
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状況であるので、ここに関してはかえる考えはないということですので、そういうこ

とで、こちらのほうも津別町としても今のところ考えはないということになっており

ます。 

あと粗大ごみですが、現在、月大体 10 件から 30 件程度出ている状況になっており

ます。ここに関して、今現在のところ問題になるような、支障となるようなことにつ

いては今のところ聞いている状況ではありません。 

以上です。 

〇議長（鹿中順一君） 産業振興課長。 

〇産業振興課長（迫田 久君） それでは私のほうから 304 ページのバイオマスセン

ターのところに係る今のご質問についてお答えをしたいと思います。 

最初にありました現有のペレットの製造に係る、要はチップの原料については、本

年度出来上がったセンターが全て生産するのかというふうなご質問でございますけれ

ども、これにつきましては、今の新しくできました施設がチップ全てを製造したいと

いうふうな計画でございます。しかし本年度につきましては稼働し始めたばかりとい

うところで、全原料が供給できるかというところは、ちょっと動いてみないことには

今は不明だというふうなところがあることをご承知願いたいと思います。 

続きまして、原料の運搬の関係でございます。それにつきましては、普通に追い上

げ材等々の未利用材だったりとかというものにつきましてだったりとか、そういうふ

うなものにつきましては、今までどおり俗に言う買い付けというふうなところでござ

いますので、それにつきましては運搬業者等々が要はセンターとは別な運搬業者とい

うふうな形を検討しております。 

続きまして、そのウッドロスマルシェ等々につきましては、持ち込み型というふう

な形になりますので、各搬入される方が持ってきてくれるというふうなところでござ

います。 

ペレット協同組合のほうにつきましては、構成員の中に運搬業の方も構成員の中に

いらっしゃるというふうなところなので、そういった方々と十分協議をしながら安定

的な運営を目指していきたいというところでございます。 

続きまして、新規雇用はというところでございます。現有のペレット協同組合につ
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きましては、やはり冬期の燃料をつくっているというところもございまして、雇用形

態がフルというか年間の通年雇用となっていない方が実はいらっしゃいます。そうい

ったところが、このバイオマスセンターを同組合がになっていただくことによって通

年雇用でできるという見込みになっております。ですので、新しい方が雇用されると

いうふうなところではなくて、今の季節型雇用の方が通年雇用の方にかわっていくと

いう計画でございます。 

続きまして、ご提案いただきました鹿柵に絡む支障木でございます。先ほど山田議

員のほうからもｔａｋｅａｃｔｉｏｎミーティングというふうな組織名を出していた

だきましたけれども、そういった方々からも、やはり鹿柵の周りの支障木の対策につ

いてということは当然ながら聞いておりますし、各種農業者の方からもしてほしいと

いうふうなところも実は聞いているところでございます。議員ご指摘のとおり、鹿柵

を施工してからもう数十年たっているわけですから、そういったところで今まで設置

する時に伐採した木が、もうかなり大きくなっていて、それが鹿柵を痛めているとい

うようなのは事実でございますので、そこら辺につきましては本当にご意見のとおり

農業者と十分協議をしながら、何とか鹿柵というよりも営農に支障があるような木に

つきましては、このバイオマスセンターのほうで受け入れるというふうなところにつ

いては検討していきたいと思っていますので、ご理解いただくようお願いいたします。 

〇議長（鹿中順一君） ９番、山内彬君。 

〇９番（山内 彬君） ごみのほうにつきましてはわかりました。 

それで、この木質チップ、今回出来て、既存のペレット製造あわせて、できればこ

の事業の目的というのは二酸化炭素削減という目標だと思います。できれば町民向け

に、この二酸化炭素がどれだけ削減になったのか、できれば定期的に広報等々で、出

来れば周知していただきたいと思います。それが住民が協力できるものはするという

ような形につながっていくのではないかなと思います。 

それから、あわせてチップバイオマスセンターが、町として町有林、相当面積を抱

えておりますけれども、町有林のそういう未利用材とか林地残材の扱いについてはど

ういう対策で連携をとるのか、できればお答えいただきたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 産業振興課長。 
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〇産業振興課長（迫田 久君） ありがとうございます。 

まず、今ご提言いただきました、この施設をつくるための意義といいますか、目標

の中に、当然、環境に配慮したというふうなところはございます。議員ご指摘のとお

り、町民の皆さん方に理解をしていただいて、協力していただくことが、この施設の

一つの発展といいますか活用方法に向いていくと思われますので、協議会等も含めま

して、その辺は勉強会も含めて町民の方に広く周知をしていって理解を深めていただ

きたいと思っております。 

もう一つ、未利用材のほうの収集、要は町有林との連携でございますが、この間、

試験の中におきましても町有林でいうところの、今まででいうところの追い上げ材で

あったりとか未利用材部分につきましては、試験の中におきましても収集業務という

ふうな形で何度か試験を行っております。この間、いろいろとご意見等々いただいた

中で、それが業としてなり得るかどうかというふうなところも、この間、試験をして

おりましたけれども、やはり町有林で町の財産でございますので、それらは、この施

設を建てた意義も含めまして十分その未利用材の部分につきましては収集等々も行っ

ていきたいと思っておりますので、伐採とか売買につきましても買われた業者の方と

十分協議をしながら今後とり進めたいというふうに思っておりますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 副町長。 

〇副町長（伊藤泰広君） 私のほうから、若干、利用推進協議会の会長もやっていま

すから、その辺も含めましてちょっと追加して説明したいと思います。 

先ほどの質問にもありましたとおり、実際に支障木とかがあった場合、それを運搬

する問題というのか推進協議会でも出ていまして、そういう業者が、言ってみれば運

搬してもらったけど、そのお金が出ないという問題が出てきまして、それについては

ぜひ採算がとれる方法を考えてほしいというのはずっと言われていまして、そういう

意味では、ちょっと補助金を出しながら単価を上げたりとか、そういう方法も考えて

いるところです。 

また町民に対して理解してもらうことが一番でありまして、これまで調査報告会で

あったり、研修会であったりということを続けていますが、新年度におきましては、
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今度バイオマスセンターができましたので、今度、実際にチップをつくるところとか、

そういうところの工場見学とかもあったらいいねという話も聞いていまして、そうい

うこともやっていきたいと思います。 

何分にも材が集まらない限りは町内で循環しないわけですから、それを集めるとこ

ろを何とか頑張っていきたいというふうに考えているところです。 

また町有林の話も出ましたが、今回の中で一つ未利用材を使うというところの意味

は、森林をきれいにする、つまり次の事業者につながっていきまして、次の職員につ

なげていくということもあります。それも含めての循環ですので、そういうものも含

めて町民に理解してもらえるような形を進めていきたいと思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） ほかにありませんか。 

              （「なし」の声あり。） 

〇議長（鹿中順一君） 第４款衛生費から第５款労働費、第６款農林業費、第７款商

工費までの質疑を中断します。 

次に、第８款土木費から第９款消防費、第 10 款教育費、第 11 款災害復旧費、第 12

款交際費、第 13款予備費まで、ページ数は 335ページ上段から 500ページまでの質疑

を許します。 

３番、小林教行君。 

〇３番（小林教行君） それでは３点ほどお願いいたします。 

まず 380ページ、義務教育振興事業経費の中の 12節委託料、ふるさと教育チャータ

ー事業について、この新規事業の内容について伺いたいと思います。 

次に、426ページ下段の図書館事業経費、これ、おそらく７番の報償費になると思う

のですけども、公民館講座の 50万円かと思われますけれども、新しく図書館ができま

してオープンの記念事業をやると思うんですけども、その内容について伺いたいと思

います。 

続きまして 450 ページ、スポーツ合宿誘致事業、これの 300 万円、ずっとここ数年

コロナでできていなかった事業かと思われますけども、今年度、令和５年度の目途は

どのように立てられているか伺いたいと思います。 
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以上３点お願いいたします。 

〇議長（鹿中順一君） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長（石川波江さん） 380ページの義務教育事業経費の委託料のふるさと

教育チャーター事業の内容について説明いたします。内容につきましては、中学２年

生を対象に、ふるさと上空飛行体験と、空港でのお仕事体験を行うものです。新規事

業ですけども、北海道エアシステムの地域貢献事業の提案がありまして、その内容で

ちょうど総合計画の中にもふるさと教育の充実というところがありましたので、それ

を充実させるための事業として計上しております。 

〇議長（鹿中順一君） 生涯学習課長補佐。 

〇生涯学習課長補佐（谷口正樹君） 426ページ、図書館事業経費の公民館講座の関係

なんですが、今回オープニングの記念事業としまして、作家であります桜木紫乃さん

という方を予定しております。桜木さんをお呼びしてどういう形でやるかといいます

と、トークショー形式のことをやっていきたいというところで、図書館イベントスペ

ースとかもありますけれども、先日、美幌のほうでも同じようなトークショーがあっ

たそうで、そこには 200 人の方がいらっしゃったということなので、大変人気のある

方なのかなというところです。ですので、図書館だけでなく、下の積み木広場も使い

ながらとかいろいろ検討して進めていきたいと思っております。 

続きまして 450 ページです。スポーツ合宿誘致事業についてなんですが、議員から

もおっしゃられたとおり、コロナでここ数年、大分チーム数も少なくなっていたんで

すが、今回５類に引き下がるということも、もう前もってわかっておりますので、今

後、今まで来ていただいたラグビーチームを中心に声かけさせていただきまして、ま

た昨年とかも来ていただいたチームとかにも誘致活動を進めていって、今年について

は少し盛り返していきたいなというところです。 

以上です。 

〇議長（鹿中順一君） ３番、小林教行君。 

〇３番（小林教行君） まず 380 ページのふるさと教育チャーター事業についてなん

ですけども、これも今の中学１年生、もうすぐ２年生に上がる子どもたちに、新聞に

も載っていましたので、「来年、飛行機に乗れるらしいけど知ってる？」というふうに



 ― ４４ ― 

聞いたら、「知ってる、知ってる」と、「何で知ってるの」と聞いたら「ＬＩＮＥで流

れてきた、すごい楽しみ」というように、どこから流れたかわからないですけど、Ｌ

ＩＮＥで流れて皆知っているということで、すごく楽しみにされている授業のようで

す。これはやはり見るだけでも楽しそうだなというのが想像できるのですけども、や

はり学びですので、しっかりとふるさと教育を学ぶ、また空港の経営を学ぶ、またパ

イロットになるにはどうしたらいいのか、飛行機がどういうふうに飛んでいるのか、

興味を持っていただくというのが重要になってくるかと思います。その興味を持って

いったことに対して、わからないことを学んでいく楽しさ、そういったところにぜひ

つなげていっていただきたいと思います。 

426ページの図書館、作家の桜木さんが来られるということで、美幌町では 200人と

いうことですので、すごいたくさんの方が来られたんだなと思うところであります。

ぜひ津別でもたくさんの人に来ていただいて、この図書館を盛り上げていただきたい

と思います。 

また、あそこのコミュニティ施設の名称は募集されていると思いますけども、図書

館自体に何か名称を募集される考えがあるのか、図書館は図書館なのか、そのあたり

についても伺いたいと思います。 

450ページの合宿についてなんですけれども、今年は合宿誘致のほうに力を入れてい

くということでありました。今まで結構ラグビーのチームというのが来られていて、

地域内にもいろいろとつながりが生まれてきたことと思います。また、ぜひ新しく今、

ＷＢＣで野球も盛り上がっておりますので、野球チームの誘致にもぜひ力を入れてい

ただきたいと思います。 

以上、よろしくお願いいたします。 

〇議長（鹿中順一君） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長（石川波江さん） 380ページの関係ですけども、大変喜んでいただい

ているということで、学ぶということですので、もちろん楽しく学んでもらうという

ことはいいことだと思いますし、ただ内容については、これからしっかり学校と協議

して、例えば津別のことを上空から見て、わかっている方が説明しながら乗るのか、

むしろ事前に中学生が勉強をしていくのかということは、やり方はいろいろな形があ
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ると思いますけども、せっかくこういう形で実施できますから、こういう事業を実施

してよかったと思えるような内容を中学校と今後検討していきたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 生涯学習課長補佐。 

〇生涯学習課長補佐（谷口正樹君） 426ページの図書館の関係だったんですが、桜木

さんは直木賞の受賞作家ですので、ぜひ盛り上げていきたいなと思っております。 

名称のほうなんですけども、やはり津別町図書館は図書館で覚えてもらいたいのが

一番通例なので、そのようにしていきたいと思います。 

450ページのスポーツ合宿のほうですが、今、大変ＷＢＣが盛り上がっていますので、

ぜひ野球チームのほうも、先日、昨年来ていただいた富良野緑峰高校の監督さんとも

お話ししまして、今年もぜひ行きたいというお話も受けましたし、コロナ前に来てい

ただいた千葉県の柏陵高校、そういったところにも打診しまして、いろいろ情報を得

ながら、野球チームのほうも進めていきたいと思います。 

よろしくお願いします。 

〇議長（鹿中順一君） ３番、小林教行君。 

〇３番（小林教行君） ふるさと教育チャーター事業について、もう少しだけ、やは

り新しいことを学ぶということでワクワクしながら行われると思いますので、これを

しっかりと、そのワクワク感を文章に起こす、発表するというところまでぜひつなげ

ていただいて、これを来年の中学２年生だけの代で終わらせないように、次につなが

る授業になるように、そこまでしっかりと目指してやっていただきたいと思います。 

以上、残りの二つの点については了解いたしました。よろしくお願いいたします。 

〇議長（鹿中順一君） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長（石川波江さん） 380ページのふるさとチャーター事業、しっかり今

後も引き続き実施できるような形で進めていきたいと思っています。 

よろしくお願いします。 

〇議長（鹿中順一君） ほかに。 

５番、山田英孝君。 

〇５番（山田英孝君） 教育費の関係でお聞きしたいのですが、428ページの社会教育

事業経費の委託料で、社会教育事業ということで、これ新規事業で子ども向けの短期
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プログラミング教室の開催ということで予算のときお聞きいたしました。この事業、

どんな事業内容で行うのかお聞きしたいと思います。 

次に、447ページの項５保健体育費、ただ、ちょっとこれ以外にも関わって、ほかの

経費にも関わってくるかなと思いますが、昨年、連携協定を結んだ北海道オールオリ

ンピアンズとの関連事業で、今まで、ここと該当する事業もやってきたと思いますが、

既存の事業と、今年新たに連携協定を結んだことによる新規の事業等があれば、この

点をお聞きしたいと思います。 

以上の２点についてお願いいたします。 

〇議長（鹿中順一君） 生涯学習課長補佐。 

〇生涯学習課長補佐（谷口正樹君） それでは、議員の質問にお答えしたいと思いま

す。428ページ、社会教育推進事業のほうですが、今回、予定していますのは子ども向

け、小学３年生以上ですけれども、定員は 20名を予定しておりまして、短期プログラ

ムキャンプとしまして宿泊ではないのですけれども２日間通してプログラミングを学

ぶという内容になっています。 

内容的には、基本的なプログラミングの方法を学びながらゲームを制作して、最終

日には、それを発表するところまでいければいいかなという形で今回予定しておりま

す。講師の方も、今回サツドラホールディングスさんのほうから３名派遣していただ

いてという形で、このような予算づけとなっております。 

続きまして、448ページとなっていましたが、オールオリンピアンズに係る経費につ

いては、452 ページをお開きください。そちらに委託料で社会教育事業 66 万円計上し

ていますけども、こちらのほうで北海道オールオリンピアンズの事業を展開していき

たいと考えております。 

令和４年につきましては計５回開催しました。かけっこ教室、サッカー教室、カー

リング教室、あとトランポリン教室とボッチャというパラスポーツになっております。

こちらのほうにオリンピアン、もしくはトップアスリート経験者の方が来ていただい

て、子どもと大人に向けて体験と、ちょっとした自分たちがここまで来た経緯などの

お話をしていただくという形の講話つきの事業となっております。 

令和５年につきましては、今回新たにバレーボールとバドミントンを予定しており
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ます。そのほか一般向けに講演会も実施する予定でして、やはりオリンピックの歴史

といいますか、スポーツの歴史も踏まえたお話をしていただく予定となっております。 

以上です。 

〇議長（鹿中順一君） ５番、山田英孝君。 

〇５番（山田英孝君） 内容等については理解をいたしました。 

それで最初のプログラミング教室の関係で、ちょっと私もあまり認識はなかったん

ですけど、ネットで子ども向けのプログラミング教室というふうにすると、すごくい

っぱい塾のいろんな教室みたいな、そんな形で今すごいこれが出ているなといった部

分を感じたのですけど、なんか文科省のほうでも、学校でもこういったプログラミン

グの部分を授業としてもやるというような、そんなようなこともお聞きしたのですけ

ど、学校自体の中では、この部分をやっているのかどうか、その辺、追加で申し訳な

いのですがお聞きしたいなというふうに思っております。 

あとオールオリンピアンズの関係については、今、いろんな事業の中で、この連携

協定を結んだ形の中でいろんな形で生かされているなというふうに感じておりますの

で、ぜひこれについては継続した形で協定を生かすような形で進めていっていただき

たいなと思っております。 

最初のほうだけお願いいたします。 

〇議長（鹿中順一君） 教育長。 

〇教育長（近野幸彦君） プログラミングの授業の詳しい中身まではちょっとあれな

んですけど、小学校においては、３年生から６年生まで総合的な学習の時間で、年間

10 時間プログラミングの時間があります。あと中学校においては、技術、家庭科の時

間にプログラミングの時間があるということで、学習指導要領に入っておりますので、

そのとおり時間をもっております。 

〇議長（鹿中順一君） ほかに。 

８番、高橋剛君。 

〇８君（高橋 剛君） ２点ほどお願いします。 

先ほど小林議員のほうからもございましたが、450ページのスポーツ合宿誘致事業な

んですが、先ほどの質疑応答で大体わかったんですけれども、一つ確認させていただ



 ― ４８ ― 

きたいのですけれども、スポーツ合宿が来られると、町内の宿泊等の利用率が上がっ

て、その分潤うのかなと思ったんですけれども、もし来るのがなかなか見通しが立っ

ていないということでしたらどうなのかなとも思ったんですが、先ほどのお話を聞い

ていると、そこそこ回復しそうだというような内容だったかなと思うのですが、宿泊

等の津別町の宿泊施設に対する影響というのもいい影響が出ると考えてよろしいのか

というのをお伺いしたいと思います。 

それともう１点、488ページ、給食センター施設管理経費なんですけれども、修繕費

が 29万円計上されているんですけれども、これの内容を教えていただければと思いま

す。 

〇議長（鹿中順一君） 生涯学習課長補佐。 

〇生涯学習課長補佐（谷口正樹君） 450ページのスポーツ合宿誘致事業の宿泊の関係

だったんですけども、まだ、どのチームが何日間来るというのも未定の中なんですが、

もし仮にコロナ前のチームが回復して来たならば、それ相応の宿泊料とか、それに係

る飲食代とか、そういったもので経済効果は出てくるのではないかなと考えておりま

す。昨年のほうの部分でいけば 10チームぐらい来たんですけども、その中で直接的経

費ですか、宿泊費と飲食あたりをちょっと計算してみたんですけど、大体 300 万円を

ちょっと超えたぐらいの額だったので、そこから宿泊の方がクリーニングに出したり

ですとか、燃料を買ったりですとか、また、それぞれに波及していくと思うんですけ

ども、そこまではちょっとこちらも突き詰められていないので、今回、新しいチーム

が来た際には、そのような効果が見られるんじゃないかなと考えております。 

〇議長（鹿中順一君） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長（石川波江さん） 私のほうからは 488 ページにあります給食センタ

ー施設管理経費の修繕料の 29万円の内訳ですけども、この予算計上したものはボイラ

ーで 12 万円、あと、ほか施設器具等で 13 万円みておりますけれども、現在どこを修

繕しなきゃいけないということは、令和５年度は今のところありません。ただ、小破

修繕的なものがあったときに対応できるものとして計上しているものであります。 

〇議長（鹿中順一君） ８番、高橋剛君。 

〇８番（高橋 剛君） わかりました。 
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スポーツ合宿のほうは、コロナ明け１回目ということもありますので、誘致その他

も頑張っていただいて、津別で合宿してよかったなと思っていただければ非常に町民

としてもありがたいなと思いますので、引き続きよろしくお願いしたいなと思います。 

あと給食センターに関しましては、私、一般質問もさせていただいたという経緯も

ございまして、その上に給食センターの施設整備事業ということで、基本計画、実施

計画の業務がその上に載っているんですけども、一般質問のときにも申し上げました

けれども、いろんな観点から考えて、給食センターも新しくせざるを得ないのはもう

自明の理かなと私は思っておりますので、ただ、どうしても今の給食センターをもう

少し使っていかなければいけないというのもまた事実でございまして、隣の 490 ペー

ジにもボイラーの保守管理と地下貯蔵タンクの点検ということで委託料も載っている

んですけれども、やはり怖いなと思うのはボイラーがやっぱりいってしまうと、多分

かなり痛いなというか、かなり施設の維持として難しくなってしまうなというのもあ

りまして、ボイラーもかなり使用年数を超えているというお話だったものですから、

ただ今のところボイラー等に関していえば大丈夫ということなので、そこは何とかも

たせていただければなと思います。全体的に施設が、今、新しく何かをかえるという

状態ではないと思いますので、今から新しくつくるところですからないと思いますの

で、今、学校給食センターの施設維持に関して、工夫というか、こういうことをやっ

てもたせるみたいな考えとか、そういうのがあればお伺いをしたいなと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長（石川波江さん） 488ページの給食センターの施設管理経費の関係で

すけども、特に工夫というか、ボイラーの点検は月１回程度、給食供給していない時

はやっていませんけども、10 回ほど毎月点検しています。その時に、何かちょっと点

検業者から修繕を求められるようなものがあれば迅速に対応して、致命的にならない

ような方法をとるとか、この修繕料、予算計上しましたけれども、もし足りなくなる

ことがあっても早急に相談して、致命的にならないような方法をしっかりとっていき

たいというふうに考えています。 

〇議長（鹿中順一君） ８番、高橋剛君。 

〇８番（高橋 剛君） 今、課長がおっしゃられたこと、そのとおりだと思いまして、
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この修繕費に関しては、もう何かあったら言っていただければ、議会にぜひその都度

また相談していただければと思います。 

先ほども言いましたけれども、今、大幅に何かを入れかえるということではないと

思いますので、かといって、そのままというわけにもいかないので、できるだけ早く

見つけて、傷が小さいうちにやっていただければ、それで何とか新しいところが稼働

できるまでもたせていただければなと、これはお願いというか、祈るしかないのです

けども、それでやっていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（鹿中順一君） ほかに。 

１番、篠原眞稚子さん。 

〇１番（篠原眞稚子さん） 364ページの防災対策経費について、この中から幾つか質

問をしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

今月は 3.11があった月でもあり、ＮＨＫ等も南海トラフのことも連日のようにテレ

ビで報道されていて、改めて今月は私たちの所は大きな災害がなく、こんなことにな

るかなという思いで見たんですけども、日々改善していかなきゃならない点とかいろ

いろあろうかなと思いますので、いまさらの部分もありますが、需用費の中で消耗品

費 81 万 1,000 円、それから、その下のところに防災費というので 10 万円ぐらいの数

字が出ていると思います。これで何をしているのか、ちょっと具体的に教えてほしい

と思います。 

次のページにいって、地域防災計画等改定業務というのがあります。いろんな防災

に関する冊子等も出来ているかというふうに思いますけれども、いただいたときには

みんなじっくり見たり、それからダイジェスト版みたいなものも以前配られているこ

とも承知なんですけども、配られた時には目を通すんだけども、なかなか日々そんな

に、津別町はこの間ちょっとした地震があったんですけども、あまり驚かないような

状況にあって、もう少し普段の関わり方というんでしょうか、そういうようなことも

必要かなと思いました。以前から見ると、何ていうんですか、備蓄のものだとか、あ

るいはテントだとか毛布だとか、ベッドだとか、かなりのものを今日まで用意されて

きていると思いますけれども、ちょっと具体的に教えていただきたいと思います。 

以上です。 
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〇議長（鹿中順一君） 防災危機管理室長。 

〇防災危機管理室長（中橋正典君） ただいま質問のありました 364 ページ、防災の

関係でございます。 

まず予算の計上の中身ですけども、需用費の消耗品費ですけども、これについては、

もし災害対応、もしくは対応で使ってしまったということに対して補充というところ

がここではメインになっています。例えば断水だとかがあったときに袋を使うんです

けども、一部防災のほうからも支給しますので、そのときに使った分を補充していく

というような形で 80万円ほど計上しておりますけれども、これを全て使っていくとい

うような形ではなく、使った分を補充していくというような考え方で計上をしている

ところです。 

あと防災の備蓄品の内訳というか、備蓄の状況ですけども、代表的な毛布だとかベ

ッドだとか、仕切りの避難テントだとかというところで、それぞれありますけども、

この数がこれでいいのかというところは、ちょっと非常に私も日々悩んでいるところ

ですけども、ある程度の災害に対しては対応できるのかなというふうに考えていると

ころです。とにかく何ぼあるから大丈夫だと、これだけ用意したから大丈夫だという

ところが、なかなか正解が見えないところもあるので、ちょっとそこが悩ましいとこ

ろであります。 

続きまして 366ページの地域防災計画等改定業務についてでありますけども、現在、

私どもが採用している計画については、平成 30 年度に大きく改訂したものというか、

そこで大きく見直されたものが今使っている状況になります。日々いろんな機関の発

表の仕方だとか、いろんな基準だとかというところがいろいろかわっておりますので、

その辺を全てこの機会に令和５年度の中で防災計画の内容を全て見直していきたいと

いう考え方におきまして、この部分については業者の力を借りて、この計画 400 ペー

ジほどあるものですから、そこを全て見直していきたい、そういう作業にあてていき

たいという考えであります。 

〇議長（鹿中順一君） １番、篠原眞稚子さん。 

〇１番（篠原眞稚子さん） その上にありますけども、報酬で防災会議等でも以前に

ありましたけど、割とこの会議のメンバーというのは、それぞれの専門分野の人を集
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めてするということで、町民の人が加わってどうこうというようなのでないというふ

うに以前に聞いたことがあったかなと思います。いつどこで、どんな形のものが起き

るかというふうなことなんですけども、先ほど言われたように、これでいいというこ

とは絶対なく、70用意したら 100だったということもあるかもしれないし、70用意し

て 50で済んでよかったということもあるのかもしれないのですけども、その辺の数字

のあれで、常に補充されているということであれば、ある意味安心かなということと、

それと何ていうんですか、毛布とかそういうようなのも、別に生鮮のものじゃないか

ら備蓄している食料品と水とかというのは、それぞれ耐用年数とか賞味期限とかあろ

うかと思いますけども、保管されているところの全く細かいことで恐縮ですけども、

使えるような状況であるかどうか定期的に調べたり、ずっと箱に入ったままで当日ま

であったとか、そんなことがないとか、例えば風通しをよくしておいたとか、だから、

いざというときには即使えるような状態で備えてあるとか、そんなような状況になっ

ていればいいかなと思いますので、今、防災の月間じゃないんですけども、結構ショ

ッキングな番組が何日かにわたって流されていて、正直なところは、そんなことは私

たちのところに来ないなということは、それを見て感じてはいるんですけども、日々

やっぱり個人で何日分とか具体的にもいわれているので、そういうようなことをやっ

ぱり全部お任せじゃなくて、最低限このぐらいのところはというのは、忘れないため

の告知というか、ＰＲ何かができればいいかなというふうに思いますので、何かタイ

ミングを見て、「お忘れですか？」みたいな、そんなようなお知らせがあると便利かな

と思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 防災危機管理室長。 

〇防災危機管理室長（中橋正典君） まず備蓄の関係でございます。 

やはり、食べ物については賞味期限があります。あと非常に難しいなと感じている

のは、例えば燃料の関係です。やはり燃料もずっと保管しておくと、やっぱりだめな

ときもありますので、そこも燃料もどのぐらいの期間ちゃんとあるかというところも、

非常に悩ましいところですけども、そういう点検はさせていただいております。 

例えば、食べ物については、最近でいきますと老人クラブで集まりがあったという

ことがありましたので、そこでちょっと防災の関係、その時はパンをちょっと出させ
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てもらったんですけど、ちょっと賞味期限が近いものがありましたので、それをちょ

っと紹介がてら食べてもらった、持ち帰ってもらったということはしております。 

あと、やはり私もいろんな出前講座に行ったときには、やはり役場だけでは皆さん

の備蓄を全部賄うことはできないと、やはり皆さん、各自においても食べもの、着る

ものなどを、やっぱり備蓄してくれということではＰＲしているところであります。 

以上です。 

〇議長（鹿中順一君） ほかに。 

〇９番（山内 彬君） ２点ほどお伺いしたいと思います。 

款８土木費、340ページ、目１土木総務費の補助金で、今年新しく大型車両等運転免

許取得費用助成事業 120 万円、今年新しい予算かと思いますが、計上しております。

説明では、町が委託している業者対象というふうに聞いておりますけれども、この助

成事業の中身についてお伺いしたいと思います。 

それから、教育費の 492 ページ、学校給食費の関係ですが、今年、学校給食食材経

費、財源内訳にも出ておりますけれども、今年から軽減を図るということで、第３子

の無償化、かつ小中学校の給食費１食当たり 200 円に統一するという形で軽減策が出

されたわけなんですけれども、これまで学校給食費の無料化についてさまざまな議論

を重ねてきて、今回こういう軽減策を打ち出されたということで、無償化に向けての

第１ステップなのか、そのあたり将来に向けてというふうに町長は申し上げておりま

すけども、この今回、第１ステップであれば、次、第２、第３といくのかわかりませ

んけれども、無償化に向けての条件が出たら無償化を図るのか、その見込みと無償化

に向けての条件を考えていることがあったら、お伺いしたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 建設課長。 

〇建設課長（石川勝己君） 340ページの新規事業となります大型車両等運転免許取得

費用助成事業の内容について説明させていただきます。 

この事業につきましては、実施要綱を定めまして予算を成立した後、４月１日施行

期日として告示をする予定としております。 

その実施要綱の内容をかいつまんで説明させていただきたいと思います。 

目的は、建設業等人材確保、後継者育成を支援するためということであります。建
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設業含めて、今あらゆる業種で人材不足が叫ばれていますけども、とりわけ建設業も

しばらく前から人材不足というところが問題、課題となっているというところで、後

継者育成というところを目的としています。ただ後ほど説明しますが、建設業だけで

はないというところになります。実施要綱の中での助成対象となりますが、これは町

内に本社、支店を有する事業所になります。さらに、その事業所で日本標準産業分類

において、建設業の中の総合工事業及び職別工事業に分類される事業所、それから、

または同じくその産業分類におきまして、運輸業、郵便業のうち道路旅客運送業、も

しくは津別町におけるスクールバスの運転業務や除雪業務の委託を受けたことのある

事業所、これらの事業所であり町税等の滞納をしていない事業所が助成の対象の事業

所となります。 

資格を取得する従業員は津別町民であること、さらに資格取得後３年間は津別町に

居住していただくこと、その条件を満たす従業員が大型免許、大型特殊免許等を取得

する際には事業所に助成金の一部を交付するということになっています。 

助成金は自動車学校、教習所等に通った経費の教習料のうちの 10 分の８以内とし、

上限は 30万円としております。ですから、今回、予算計上 120万円というふうにさせ

ていただいていますが、４人分の計上ということにさせていただいております。 

先ほども申しましたけれども、建設業のみならず、いろんな業種で人材不足という

ふうになっています。私どもは建設業だけではなくて、建設業の方々に多くお願いし

ているのは冬の除雪業務であります。それからスクールバスの運転業務も委託をして

いますが、その運転手の方々の年齢が高齢化をしてきており、ここ１年、２年という

ことではなく、５年後、10 年後には除雪車を運転する従業員がいないので除雪ができ

ないというふうになりかねないというふうに危機感を持っております。その意味で、

この事業についてスタートさせていきたいと考えています。 

若者、若年層、特に高卒、大卒若い人たちを採用する際に、うちの会社に来たら免

許の費用はみるからというような、この事業の使い方をしていただいて、それぞれた

くさんの会社に、この制度を使っていただいて人材確保していただきたいというのが

目的としているところです。 

以上です。 
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〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） それでは給食費の無償化、将来どうかというようなことでお

話をさせていただきます。 

この関係につきましては過去にも何回かお話をしているところでありますけれども、

無償化している市町村の実情を見ていきますと、ほとんど財源がふるさと納税、ある

いは過疎債のソフト事業を使っているという内容になっています。これもお話をした

とおりですけれども、過疎債のソフト事業というのは、津別町としては、これは枠が

ありますので、全額を病院に対する補助に全て使っております。それでも全然足りな

い状況でありますけれども、したがいまして、過疎債のソフト事業債をあてにすると

いうことはちょっと困難ですので、これは省かれると。そうすると、ふるさと納税の

ところで何とか確保していきたいということで、これは公約の中にも書きましたけれ

ども、目安として１億円を突破できれば何とか無償化をしていきたいというふうにお

話をしてきたところであります。ただ、今、昨日の一般質問でもやり取りをしました

けれども、8,000万円ちょっとぐらいで、仮に令和５年度で１億円を突破したと、じゃ

あ、すぐその次の年からやるかというのは、そうしたいというふうには思いますけれ

ども、その１億円というのは次の年もほぼ確実に入ってくる内容のものなのかどうか、

それを見ていけば、これはちょっと不安定で、もしかすると次の年は 9,000 万円に落

ちるかもしれないとか、8,000万円に落ちるかもしれないという、おそらく１億円を超

えたんだから無償化でしょということで言われる方もいるでしょうし、それから１億

円を切っちゃったらやめるのかと、そういう言われ方をする人もいるかと思いますけ

れども、当面は、やっぱり無償化に向けて１億円というのを頭に入れながら、それが

その先もなんとかやっていけるというような判断にたてば、無償化ということでいき

ましょうと、これは今、小中の話ですけれども、高校生についても対応していきたい

なという考えで公約上言っておりますので、そのような形で進めていきたいなと思っ

ております。 

〇議長（鹿中順一君） 暫時休憩します。 

 

             休憩 午後 １時 58分 
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             再開 午後 ２時 10分 

 

〇議長（鹿中順一君） 休憩を閉じ再開します。 

９番、山内彬君。 

〇９番（山内 彬君） 土木費のお答えいただいた大型車両免許取得助成事業ですけ

ども、今、要綱ができたということで、その内容についてお答えいただいたところで

す。 

そこで再度お伺いしたいと思いますけれども、除雪業務、スクールバス、いわゆる

町内に本社のある事業者というふうに概要をお伺いしたところです。 

ところで上限 30万円という補助の内容ですけども、大型免許というのは、新しく取

得するとすればどれぐらいかかるのかお伺いしたいと思います。大型特殊については、

除雪業務について、おそらく関わってくるのではないかと思います。それで、この除

雪業務で大型特殊を取って、かつ今度、運転業務に携わる場合は別な資格が必要かと

思いますが、それまで反映されているのかどうかお聞きをしたいと思います。 

それで、この今回の補助事業について、業界のほうから要請があったのかどうかあ

わせてお伺いをしたいと思います。 

それで、先ほど資格要件で町民であるということなんですけども、ほかの町から来

て就職したいということで、この大型免許が必要な業種に就職する場合にも該当する

のかお伺いしたいと思います。 

教育費の給食費のことについて町長からお答えをいただいたところです。ふるさと

納税が１億円以上になれば考えるというような内容でお答えをいただいたところです。

昨日、ふるさと納税含めて議論いただいたんですけれども、ふるさと納税というのは

安定収入にはならないのではないかなと思いますけども、将来的に継続して、この無

償化について考えるのであれば、あわせた財源対策を考えられたほうがよろしいので

はないかなと思います。これから恐らく少子化も進んでいくだろうと考えられますけ

ども、この給食費の無償化というのは、いわゆる子育て世帯の支援策というんですか、

そういうことにつながるので、これからの若い世代が津別に定住していただくという

一つの策にもなるのではないかなと思いますが、そのあたりの考え方についてあれば
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お伺いをしたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 建設課長。 

〇建設課長（石川勝己君） 今議員のほうからご質問いただきました幾つかの件につ

いてお答えをさせていただきます。 

免許取得の費用ですけれども、学校や教習所等によって多少、若干違いはあるとい

うふうに思いますが、私の調べたところでの金額、受講料によりますと、普通免許取

得を既にしていて大型自動車免許を取得する場合に、大体 37 万円ぐらいかかります。

あわせて同時に大型特殊免許を取得する場合は、あわせて約 50 万円かかるようです。

今回、助成の内容といたしましては、それらの教習料の 10分の１以内ということです

から、大型免許のみを取りますと大体 29万円何がしですから上限に至らないですけど、

大型特殊免許を取ると上限を超えて 30万円でということになるかなと思っています。 

ただこれも２年ぐらい前の数字ですので、今、若干変わっていることもあることをご

了承いただければと思います。 

それから、ほかの免許ですけども、おそらく車両系建設機械技能講習の免許、整地

だとかの部分ですけれども、それらの講習料金については含めておりません。あくま

でも大型運転免許、大型特殊の運転免許のみということで限定させていただいていま

す。 

それから建設業界等の要請があったかということですけども、要請というよりは私

どものほうで、先ほど話したように除雪だとか、スクールバスだとか、先がちょっと

大変なことになるよねという相談をして、業界のほうと相談をさせていただきました。

こういうふうな制度をつくったらどうだろうというふうに持ちかけたら、ぜひやって

いただきたいというところも業界のほうからもお答えをいただいているというところ

であります。 

それから就職前の免許の取得かなというふうなお話かと思いますが、あくまでも町

内の事業所に就職をしてらっしゃる方で、例えばどこどこ会社に就職をして北見から

通っている従業員の方であれば、この要件には達しませんので、引っ越していただい

て町民になっていただいて、これを使っていただくというような形で、町民の方々に

町としてやる制度ですので、あくまでも町民の方々にという形で思っています。 
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ちょっと余談になりますけども、管内でこのような、同じような制度をもって先進

的にやられたのは遠軽町です。遠軽町は最初に個人の方々に助成をしてということだ

けでスタートしました。高校卒業してすぐ免許を取って町外に行かれてしまってとい

うことで、申請件数が 80件ぐらいあったんですけど、ほとんどが町外に転出されてし

まうということの事例を聞きましたので、そういうことは津別としてはしたくないな

というところの発想で、このような制度にさせていただいております。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） 給食費の関係でお話しさせていただきます。 

何をやるにしても財源というのは必要になってまいります。よそがやっているから

うちもやってくれという論法というのもあるかと思いますけれども、それに対しても、

やはり確固たるものがなければ難しいなと、はい、わかりましたというのはなかなか

言いづらいなという状況にあります。津別町にとって、ふるさと納税１億円というの

は、そんなに大きな高い山であるというふうには考えていません。まちづくり会社の

社長にも、みんなで頑張って、もう少し頑張れば１億円を突破できるので、そのこと

によって子どもたちの給食が無料化されていくということで、みんなで頑張ろうよと

いう話をさせていただいているところなんですけれども、プレッシャーはプレッシャ

ーとしてありますけれども、こちらとしては、そういうメッセージ性というのも必要

だろうと思っていますので、そんなことで何とか１億円、これは大がかりに何 10億円

とか何 100 億円だとか、そんなふうなことはなかなか考えづらいですけれども、なか

なかというよりもほとんどないと思いますけれども、やっぱり１億円、それぐらいの

お金は常時入ってくるような仕組みや仕掛けというのがきちんとつくられて、それを

もとに子どもたちに美味しい栄養あるものを食べていただくようにしていきたいなと

思っています。 

あと、子育ての支援策、議員もご承知かと思いますけど、町もほかの町村にはない

独自のものも持っております。乳幼児の養育手当がそうです。これ発足は地方創生の

事業が始まった時に、当時、何に使ってもいいというお金の性質でありましたので、

そしてそれは 100％補助でもいいということでしたので、当時、その養育子育ての乳幼

児の養育手当、これを月１万 5,000 円に設定して１年間、ゼロ歳から１歳になるまで
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ということで独自でやっておりました。それは臨時交付金を使って全額それでみてい

たわけですけれども、２年目からは、それはちょっと全額はみれませんというような

ことで交付金の内容もかわってまいりましたので、かといってこれをやめるというわ

けにはいきませんので、その後、町のほうとしても考えて、ゼロ歳から１歳になるま

では月１万 5,000 円でしたけれども、これを１万円にさせていただくということで、

なおかつ、２歳、３歳の部分については、新規に毎月 5,000 円ずつ、これを新たにま

たつけていこうということで、しかもそれはお金ではなくて商工会が発行する商品券

でお渡しして、そして地元の消費に当てていただこうということで進めています。お

むつを買ったりとか、いろいろしているようですけれども、ミルクだとかそういうも

のに非常に助かっていますよというお話も承っていますので、これは町独自のもので

すので、こんなようなことで、１回始めるとなかなかやめるというわけにはいきませ

んので、財源もしっかり眺めながら給食費については進めてまいりたいと考えており

ます。 

〇議長（鹿中順一君） ほかに。 

４番、村田政義君。 

〇４番（村田政義君） １点だけお聞きしたいと思います。 

344ページです。その中の道路除排雪経費の関係、委託料400万円組まれていますが、

この道路、町道の排雪に関しては関係団体やあるいは個人に委託して行っている事業

だと、除雪作業だと思いますが、委託されている方々の話によれば、非常に今、燃料

の高騰とか、今年は積雪もちょっと今まで以上に少なかったということで排雪する回

数もかなり少なかったという部分で、それでもやっぱり厳しい状況にあるんだという

こともいわれているんです。おそらく委託料の関係は燃料代とか、そういう部分だと

思うんですけども、そういったことからして、本当に委託している業者、あるいは個

人、団体に対する支援策として、もう少しやっぱり上積みをする必要があるのかなと

いう感じをもっていて、ちょっと話をさせていただいています。今年 400 万円組んで

いますから、足りなければ当然補正予算の中で追加も出てくるんだろうと思いますけ

ども、現状、排雪作業に取り組んでいる中で、こういった問題含めて出されているの

かどうか含めて、ちょっと参考までにお聞かせ願いたいと思います。 
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〇議長（鹿中順一君） 建設課長。 

〇建設課長（石川勝己君） ありがとうございます。 

除排雪事業経費の部分について、ここの 400 万円につきましては農家さんとか、農

業法人、それから幾つかの会社に対する部分、いわゆる道路管理センターがやる部分

以外の部分の路線の委託料になります。この委託経費を算定する部分は、北海道の単

価を使って積算をしておりますので、それも例年 11 月 15 日前後に契約をいたします

が、11 月頭に出されます最新の単価を用いて決定しておりますので、燃料費の高騰、

それから人件費を含む値段の反映についてはされているものと考えております。です

から、別な上積みという部分については、今、想定はしておりません。 

〇議長（鹿中順一君） ４番、村田政義君。 

〇４番（村田政義君） 確かに道の単価によって決めているということも承知してい

るところでありますけれども、ただちょっと私が思うのは、委託されていることを考

えると、本当に通常除雪は 10センチメートル以上というふうにいわれていますけども、

10 センチメートル以下でも、やはりそこに住んでいる人たちの足をきちんと確保する

ために、小まめにやっているのがやっぱり委託されている方々なんです。ですから本

当に委託料、道単価の部分もありますけど、やっぱりその辺については、もう少し今

後考えてみていただきたいなということを申し上げて終わらせていただきます。 

〇議長（鹿中順一君） ほかにありませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（鹿中順一君） 第８款土木費から第９款消防費、第 10 款教育費、第 11 款災

害復旧費、第 12款公債費、第 13款予備費までの質疑を中断します。 

次に、一般会計予算の歳入について一括質疑を許します。 

ページ数は、11ページから 50ページまでです。 

ありませんか。 

９番、山内彬君。 

〇９番（山内 彬君） 歳入の 44ページ、ここに雑入の歳入状況がそれぞれ予算計上

されておりますが、大通地区の完成に伴って大通地区コミュニティ施設納付金 383 万

7,000円を計上しておりますけれども、このことについてお伺いをしたいと思います。 
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これは条例化になった利用料金のおそらく納付金だと思いますけども、この 383 万

7,000円の内訳についてお伺いしたいと思います。 

それで、これに関して、歳出のほうで 128 ページのコミュニティ施設の管理経費の

財源内訳のとこを見ると、この 383 万 7,000 円が財源内訳でおそらく載っております

が、条例上、利用料金を設定して商業施設のテナントについては 49万 3,000円、公共

交通のハイヤーのほうは２万 5,700 円でしたか、そういう月額の料金になっています

けども、この利用料金というのは第１表と第２表があって、この大通施設の第１表の

利用料金については運営費にあてるということでなっておりますけども、第２表のこ

のテナントと公共交通の施設の利用料金については、この維持管理費に財源をあてる

のかどうかという、それあたり疑問に思うものですから、その扱いについて町の考え

についてお伺いしたいと。 

ということは、この利用料金を条例化するときに、いろいろ議論をさせていただい

たところなんですけども、施設を建設するにあたって、この利用料金を算定されてお

ります。議会含めて町民の方もどういうふうに理解しているかあれなんですけども、

我々が受け止めたのは、施設整備をするにあたって町がいわゆる負担した一部を、利

用料金で賄うというふうに聞いておりましたけども、これを維持管理費の財源にあて

るという考え方の予算と、今まで説明を受けてきたことと食い違いが生じるものです

から、そのあたりの扱いについてお伺いしたいと思います。 

かつ、４月１日に指定管理者と契約するという運びになっております。それで、指

定管理者の応募要領を見ますと、利用料金の設定については、指定管理者が条例の 49

万 3,000円を上限として全額いただくのか、30万円にするのか、20万円にするのかと

いうのは指定管理者が相手側と協議して町長の承諾をもらって決めるというふうにな

っているかと思いますが、そういうことで、この予算を講じた背景について、まだ指

定管理者が契約されていないし、テナント側と話し合いも行われていない中で、この

予算、こういう数字を出されたという経過を含めてお伺いしたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 住民企画課参事。 

〇住民企画課参事（加藤端陽君） まず歳入の 383万 7,000円の内訳でございますが、

スーパーテナント部分のところで 30 万 900 円掛ける 12 カ月で、ハイヤーの部分で１
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万 8,900円かける 12カ月で合計が 383万 7,000円となっております。こちら上限額が

条例では議員おっしゃったとおり、あわせて 49万 3,000円というふうになっています

が、我々としては、まちづくり会社に、指定管理者に全てを投げるのではなく、我々

のほうである程度テナント側とお話を進めて、テナント側が納得いただいている額で

ございます。全員協議会の中でもテナントの部分で、特にスーパーの部分でいけば、

備品も入れると 40万円ぐらいの金額になるという話をしていましたが、こちらに関し

ましては備品の部分は企業等振興条例にならった形の、その半額を負担していただく

という形で、30 万円ぐらいになるという形で、そういう形で事業者さんのほうにはお

話をしたいという形で申し上げたところでございまして、その辺、その額で利用者さ

んのほうも納得いただいたという部分でございます。 

指定管理者が決定するという部分、使用料の部分ですけれども、そちらに関しまし

ては、我々がある程度話をつけている部分もございますので、実際は指定管理者とテ

ナントさんで実際はやり取りをするわけですから、その辺で話し合っていただく部分

もございますので、そういう意味では、ある種条例のとおりですけども、そういう形

で話をつけているので、これで話を進めてくださいという形で指定管理者のほうには

伝える形で進めたいと考えてございます。 

財源については担当課長から申し上げます。 

〇議長（鹿中順一君） 住民企画課長。 

〇住民企画課長（小泉政敏君） 財源ですけども、今、今回の納付金については管理

料のほうに充当させていただいています。起債の償還にあてるというような話は、ち

ょっと僕のほうでは記憶をしていないのですけども、当初、申し上げていたのは、起

債で交付税措置された部分については、そちらについては積み立てて償還にあててい

きたいというような話はしていたかなとは思います。担当のほうでは、そのような理

解をしていたところです。まだ起債についても、まだ償還というか、まずは借り入れ

というか、今年度借り入れになりますので、その後、据え置き期間があって償還が始

まるということになりますので、まだ来年度、再来年度については、まだ実際に償還

が始まってこないというような状況にはあります。 

〇議長（鹿中順一君） ９番、山内彬君。 
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〇９番（山内 彬君） 条例上では上限を決めて、これから４月１日に契約をされる

ということで、その前に町のほうがテナントと協議して、この額にしたというような

お答えですけども、手続き上ですけども、やはり契約して指定管理者をスタートさせ

て、その中でこの利用料について、きちっと３者含めてやられるのが筋ではないかな

と思います。 

それで、この予算上は維持管理費に財源として入れておりますけども、今回、町の

ほうの認識と私の認識が違うかと思いますが、これで説明がつかないというのか、そ

れだったら、もう上限 49万 3,000円を計上すべきであって、30万円と相手と話しをさ

れたということなんですけど、その辺りの考え方があるんですけども、これ微妙なこ

の利用料については経過がございますので、慎重にすべきでなかったかなと思います。 

維持管理費に利用料を含めるのであれば、条例上もそういうふうにうたえばいいわ

けであって、何回もこの質問をさせていただいておりますけども、別立てで町が家賃

をとるという形で進めてきたと思います。そういうことも含めて、今後、指定管理者

が４月１日になるということでございますので、扱いについて慎重にしていただきた

いなと思います。 

それでもう１点お伺いしたいのですけども、今回の一般会計の予算で、一般財源の

不足分として財政調整基金を前年度比 46％増の一般財源を基金を崩してあてていると

いうことになっておりますけども、来年以降、この財政調整基金の扱いについて、見

込みとして今年のような状況が続くのかどうか、お伺いしたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 住民企画課参事。 

〇住民企画課参事（加藤端陽君） 議員ご指摘のとおりでいけば、そのとおりという

ふうにはなるのですけども、我々としては、まちづくり会社に全てを投げるといいま

すか、そういうふうにすべきではないというふうに、まして交渉ごとですので、町と

しては先行的にこういう形で話をつけたというところで、その件に関しては、これぐ

らいの金額でいきたいということは全員協議会の中でも申し上げていましたので、

我々としては、こういう金額だからといって指定管理者に丸投げをするのではなく、

ある程度話をつけてあげて、その後スムーズに契約ができるという形で下準備をした

という形で、ご理解を願いたいと思います。 
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〇議長（鹿中順一君） 住民企画課長。 

〇住民企画課長（小泉政敏君） 財政調整基金の関係です。令和５年度、対前年比で

いくと１億 4,000 万円ほど多くなってございます。今後の見込みなんですけども、令

和４年度でいいますと、令和４年度の５月 31日現在の残高が７億 3,000万円ほどござ

いました。それに対して取り崩したのが３億 1,000 万円ほどということで、最終的に

は積み立て戻しが３億 4,000 万円ほど戻せましたので、幸いにも令和４年度の見込み

では７億 6,400 万円ほどの残額になるというようなことになります。という例という

かも考えますと、令和５年度も若干の剰余金はあるのかなと思いますので、できる限

りそこは戻していきたい、積み戻し、理想は、やはり取り崩した分を全て戻せればい

いかなと思うんですけど、そこは難しいかなと思います。ですので、これから事業に

対しての財源探しを不断して行うということで、少しでもそういう財政調整基金に戻

せるような形で運営していく、それが令和６年度以降にも財源調整機能としての役割

として続けていけることだなというふうに思いますので、ここはしっかりと念頭にお

いて財政の部分、支出の部分とかも締めながら、皆さんに心配をおかけしないような

形でとり進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

〇議長（鹿中順一君） ほかにありませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（鹿中順一君） 一般会計予算の歳入の質疑を中断します。 

以上のとおり、一般会計予算の各区分ごとに質疑を行いましたが、一般会計予算の

全体をとおして質疑漏れがありましたら質疑を許します。 

ありませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（鹿中順一君） 以上で、一般会計予算の質疑を終結します。 

 

    ◎延会の決議 

〇議長（鹿中順一君） お諮りします。 

本日の会議はこれで延会したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 
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             （「異議なし」の声あり） 

〇議長（鹿中順一君） 異議なしと認めます。 

したがって、本日はこれで延会することに決定しました。 

 

    ◎延会の宣告 

〇議長（鹿中順一君） 本日はこれで延会します。 

明日は午前 10時から再開します。 

ご苦労さまでした。 

（午後 ２時 41分） 
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